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っ
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さ
れ
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架
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の
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由
に
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る
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れ
た
例
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
九
五
年
の
憲
法
裁
判
所
判
決

（
１
）が

有
名
で
あ
り
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が

国
で
も
多
く
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る

（
２
）。
し
か
し
な
が
ら
、
圧
倒
的
多
数
の
国
民
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て

も
同
様
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
公
的
施
設
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
論
争
、
中
で
も
大
き
な
問
題
と
な
っ

た
ラ
ウ
ツ
ィ
（Lautsi

）
事
件
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
、
憲
法
裁
判
所

の
判
例
上
形
成
さ
れ
て
き
た
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
国
家
の
世
俗
性
（laicità dello Stato

）
原
理
に
関
し
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
を
め
ぐ
る

議
論
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
解
釈
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
政
教
関
係
は
、
一
九
八

四
年
の
新
政
教
協
約
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
公
認
宗
教
制
へ
と
移
行
し
た
。
そ
の
公
認
宗
教
制
は
、
法
的

に
も
事
実
上
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
他
の
公
認
宗
派
に
対
し
て
優
越
す
る
公
認
宗
教
制
だ
と
言
わ
れ
る
が

（
３
）、一

九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、

国
家
の
世
俗
性

―
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
国
家
の
宗
派
的
な
公
平
性

―
の
原
理
が
強
調
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
他
の

宗
派
と
を
平
等
に
取
り
扱
う
公
認
宗
教
制
が
追
求
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
に
関
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
再

び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
他
の
宗
派
に
対
し
て
優
越
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
世
俗
性
原
理
の
解
釈
を
打
ち
出
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の

よ
う
に
公
的
施
設
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
を
め
ぐ
る
論
争
を
通
し
て
国
家
の
世
俗
性
原
理
の
解
釈
が
揺
ら
ぐ
中
で
、
こ
の
原
理
が
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
、
さ
ら
に
は
イ
タ
リ
ア
の
政
教
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
が
、

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

公
的
施
設
の
十
字
架
像
の
問
題
は
、
憲
法
学
・
宗
教
法
学
の
視
点
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
い
か
に
解
釈
す

る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
別
の
視
点
か
ら
は
、
イ
タ
リ
ア
社
会
に
お
い
て
市
民
の
統
合
な
い
し
ま
と
ま

0

0

0

り0

を
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
イ
タ
リ
ア
で
教
室
の
十
字
架
像
が
政
治
的
に

も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
少
な
か
ら
ぬ
国
民
が
、
十
字
架
像
の
撤
去
は
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
否
定
だ
と
受
け
止
め
た
か
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ら
で
あ
る
。
従
来
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
国
民
の
文
化
的
・
宗
教
的
な
同
質
性
を
前
提
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
日
、
移
民
の
増
加
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し

た
中
、
教
室
の
十
字
架
像
を
め
ぐ
る
論
争
を
契
機
に
、
改
め
て
イ
タ
リ
ア
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
を
強
調
し
、
こ
れ
を
社
会
統
合
の
中

核
に
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
も
ま
た
、
宗
教
性
の
濃
淡
は
と
も
か
く
と
し
て
、
国

民
の
文
化
的
同
質
性
を
前
提
に
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
伝
統
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
教
室
の
十
字
架

像
を
め
ぐ
っ
て
イ
タ
リ
ア
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
論
争
は
、
そ
の
意
味
で
も
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
議
論
の
背
景
と
な
る
イ
タ
リ
ア
の
政
教
関
係
を
簡
単
に
概
観
し
（
Ⅰ
）、

ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
よ
り
前
に
、
公
的
施
設
に
お
け
る
十
字
架
像
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
（
Ⅱ
）。

第
二
章
で
は
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
が
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
触
れ

た
う
え
で
（
Ⅰ
）、
行
政
裁
判
所
が
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
新
た
な
解
釈
を
打
ち
出
し
た
の
か
を
概
観
す
る
（
Ⅱ
）。

な
お
、
こ
の
事
件
は
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
提
訴
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
第
三
章
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
求
め
る
議
論
を
紹
介
し
た
う
え

で
（
Ⅰ
）、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
家
の
世
俗
性
原
理
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
（
Ⅱ
）。

第
一
章　

背　

景

Ⅰ　

イ
タ
リ
ア
政
教
関
係
略
史

　

⑴　

一
九
世
紀
自
由
主
義
の
時
代

　

公
立
学
校
の
教
室
に
十
字
架
像
を
設
置
す
る
義
務
を
法
令
で
定
め
る
例
は
、
公
教
育
制
度
を
組
織
的
に
整
備
し
た
一
八
五
九
年
一
一
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月
一
三
日
法
律
第
三
七
二
五
号
（
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
）

（
４
）

を
施
行
す
る
た
め
の
一
八
六
〇
年
九
月
一
五
日
勅
令
第
四
三
三
六
号
（
以
下
、
単

に
「
一
八
六
〇
年
勅
令
」
と
い
う
。）
第
一
四
〇
条
に
さ
か
の
ぼ
る
。
同
条
は
、「
す
べ
て
の
学
校
は
、
十
字
架
像
を
備
え
る
も
の
と
す

る
」
と
定
め
て
い
た
。
こ
の
当
時
、
イ
タ
リ
ア
の
統
一
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
の
憲
法
で
あ
る
一
八
四
八
年
三
月
四

日
王
国
基
本
憲
章
（
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
）

（
５
）

は
、「
使
徒
伝
承
の
ロ
ー
マ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
、
国
の
唯
一
の
宗
教
で
あ
る
」（
第
一
条
一

項
）
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
を
定
め
て
お
り
、
一
八
六
〇
年
勅
令
の
規
定
が
こ
れ
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
一
八
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
政
権
を
担
っ
て
い
た
歴
史
的
右
派

―
例
え
ば
、
カ
ヴ
ー
ル

―
の
教
会
政
策
は
、
自
由

主
義
的
国
家
管
轄
主
義
（giurisdizionalism

o 
liberale

）
と
呼
ば
れ
、
霊
的
領
域
に
お
け
る
教
会
の
自
由
な
活
動
を
承
認
す
る
政
教

分
離
主
義
と
、
国
家
の
支
配
権
（guirisdizione

）
は
教
会
の
そ
れ
に
優
越
し
、
教
会
は
国
家
の
後
見
的
な
監
督
に
服
す
る
と
す
る
国

家
管
轄
主
義

（
６
）と

が
混
交
し
た
政
策
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
反
教
権
主
義
的
で
す
ら
あ
っ
た

（
７
）。

そ
し
て
、
一
八
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
第
一
次

世
界
大
戦
終
結
頃
ま
で
断
続
的
に
政
権
の
座
に
あ
っ
た
歴
史
的
左
派

―
例
え
ば
、
デ
プ
レ
テ
ィ
ス
、
ク
リ
ス
ピ
、
ジ
ョ
リ
ッ

テ
ィ

―
も
、
基
本
的
に
は
歴
史
的
右
派
の
教
会
政
策
を
引
き
継
い
で
お
り

（
８
）、
そ
れ
ゆ
え
、
一
八
六
〇
年
勅
令
で
定
め
ら
れ
た
十
字
架

像
の
設
置
義
務
は
、
必
ず
し
も
厳
格
に
遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

⑵　

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
教
会
政
策
と
ラ
テ
ラ
ノ
協
定

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
名
実
と
も
に
国
教
化
さ
れ
た
の
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
は
、
当
初
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
敵
対
的
で
す
ら
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が

（
９
）、

一
九
二
〇
年
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
変
え
始
め
、

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
代
議
院
に
お
け
る
一
九
二
一
年
の
演
説
の
中
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
反
教
権
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
宣
言
し
て
い
る）

10
（

。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
こ
の
よ
う
に
立
場
を
変
え
た
の
は
、
権
力
の
座
に
就
く
た
め
に
は
当
時
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ

あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
人
民
党）

11
（

を
打
倒
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
イ
タ
リ
ア
人
民
党
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て
い
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な
か
っ
た
ヴ
ァ
チ
カ
ン
を
味
方
に
付
け
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る）

12
（

。

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
の
強
化

―
こ
れ
は
「
新
国
家
告
白
主
義
（neo-confessionalism

o statale

）」
と

呼
ば
れ
る

―
は
、
最
終
的
に
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
第
一
条
が
定
め
る
国
教
制
を
「
承
認
し
、
再
確
認
す
る
」、
一
九
二
九
年
二
月

一
一
日
の
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
の
締
結
を
も
た
ら
し
た）

13
（

。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
は
、
政
権
掌
握
（
一
九
二

二
年
）
直
後
か
ら
、
初
等
教
育
学
校
に
宗
教
教
育
を
導
入
し
（
一
九
二
三
年
））

14
（

、
第
一
次
大
戦
で
破
壊
さ
れ
た
教
会
の
復
旧
費
用
の
支
出

を
決
定
し
（
一
九
二
三
年
）、
聖
職
者
の
兵
役
免
除
を
定
め
る
（
一
九
二
四
年
）
な
ど
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
一
連
の
懐
柔
政
策

を
打
ち
出
し
て
い
た
の
で
あ
る）

15
（

。

　

公
立
学
校
そ
の
他
の
公
的
施
設
に
お
け
る
十
字
架
像
の
設
置
も
、そ
の
よ
う
な
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
時
期
、
多
く
の
小
学
校
で
十
字
架
像
が
撤
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
「
信
仰
と
国
民
感
情
の
神
聖
な
象
徴
」
の
回
復
を
命
ず

る
通
達
（
一
九
二
二
年
一
一
月
二
二
日
公
教
育
省
通
達
及
び
一
九
二
二
年
一
二
月
一
六
日
内
務
省
通
達
）
を
皮
切
り
に
、
全
て
の
種
類

及
び
段
階
の
学
校
の
教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
を
命
ず
る
通
達
（
一
九
二
六
年
五
月
二
六
日
公
教
育
省
通
達
）、
さ
ら
に
は
、
す
べ
て

の
行
政
機
関
（
一
九
二
三
年
一
一
月
一
一
日
内
務
大
臣
命
令
）
及
び
法
廷
（
一
九
二
六
年
五
月
二
九
日
恩
赦
司
法
省
通
達
）
に
お
け
る

十
字
架
像
の
設
置
を
命
ず
る
通
達
・
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
等
教
育
学
校
に
関
し
て
は
、
一
九
二
四
年
四
月
三
〇
日
勅
令

第
九
六
五
号
（
以
下
、
単
に
「
一
九
二
四
年
勅
令
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
教
室
に
十
字
架
像
を
設
置
す
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ

（
第
一
一
八
条
）、
初
等
教
育
学
校
に
関
し
て
は
、
一
九
二
八
年
四
月
二
六
日
勅
令
第
一
二
九
七
号
（
以
下
、
単
に
「
一
九
二
八
年
勅

令
」
と
い
う
。）
に
よ
り
十
字
架
像
が
教
室
に
備
え
る
べ
き
備
品
の
一
つ
と
定
め
ら
れ
た
（
第
一
一
九
条
及
び
別
表
Ｃ
））

16
（

。

　

⑶　

国
教
制
の
廃
止

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
崩
壊
後
、
一
九
四
七
年
一
二
月
二
二
日
に
制
定
さ
れ
た
現
行
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
第
七
条
は
、「
①
国
家
と
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カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
各
々
そ
の
固
有
の
領
域
に
お
い
て
、
独
立
か
つ
最
高
（sovrano

）
で
あ
る
。
②
両
者
の
関
係
は
、
ラ
テ
ラ
ノ
協

定
に
よ
り
規
律
す
る
。
こ
の
協
定
の
改
正
は
、
両
当
事
者
が
承
認
す
る
と
き
は
、
憲
法
改
正
の
手
続
を
必
要
と
し
な
い
」
と
定
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
現
行
憲
法
は
、
明
示
的
に
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
に
言
及
し
て
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
は
引
き
続
き
ラ
テ
ラ
ノ

協
定
の
規
律
に
従
う
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
テ
ラ
ノ
条
約
が
定
め
る
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
そ
れ
自
体
も
新
憲
法
の
下
で
維

持
さ
れ）

17
（

、
そ
の
結
果
、
公
立
学
校
そ
の
他
の
公
的
施
設
に
お
け
る
十
字
架
像
の
設
置
が
特
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
を
大
き
く
変
え
た
の
が
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
の
改
正
と
国
家
の
世
俗
性
原
理
の
登
場
で
あ
る
。「
聖
座
と
イ
タ
リ
ア
と
の

間
の
一
九
八
四
年
二
月
一
八
日
協
約
」（
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
））

18
（

は
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
の
改
正
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
か
ら
す
る
と
、
ま
っ
た
く
新
し
い
協
約
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
附
属
議
定
書
第
一
項
は
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
イ
タ
リ
ア
国
家

の
唯
一
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
で
言
及
さ
れ
た
原
則
は
、
爾
後
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な
す
」
と
定
め
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
以
来
な
さ
れ
て
き
た
「
使
徒
伝
承
の
ロ
ー
マ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
、
国
の
唯
一
の
宗
教
で
あ
る
」

と
い
う
位
置
付
け
は
、
公
式
に
は
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
国
教
制
の
廃
止
は
、
直
ち
に
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
よ
う
な
政
教
分
離
制
の
採
用
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
事
実
、
新
協
約
も
ま
た
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
協
働
関
係
が
存
在
す
べ
き
こ
と
を
前
提
に
、
教
会
に
対
し
、
税
制

上
の
優
遇
措
置
（
第
七
条
三
項
）、
教
会
法
上
の
婚
姻
に
対
す
る
国
家
法
上
の
効
力
の
承
認
（
第
八
条
）、
公
立
初
等
・
中
等
教
育
学
校

に
お
け
る
任
意
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
教
育
の
実
施
（
第
九
条
）
と
い
っ
た
「
特
権
」
を
承
認
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
法
律
上
、
聖
職

者
の
扶
持
等
の
た
め
の
財
政
支
援
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
九
八
五
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
二
二
二
号
第
四
七
条
二
項
及
び
第
四

八
条
））

19
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
協
働
関
係
は
独
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
に
の
み
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
は
、
憲
法
第
八
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条
三
項
に
基
づ
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
派
と
の
間
で
も
協
定
（intesa

）
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
り）

20
（

、
先
に
例
示
し
た
よ
う
な
「
特

権
」
は
、
全
部
で
は
な
い
に
せ
よ
、
か
な
り
の
部
分
が
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
派
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る）

21
（

。
そ
の
結
果
、
一
九

八
四
年
以
後
の
イ
タ
リ
ア
に
は
、
国
家
と
協
約
・
協
定
を
結
ん
で
協
働
関
係
を
有
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
及
び
そ
の
他
の
協
定
宗
派

（confessione con intesa

）
と
、
そ
も
そ
も
国
家
と
協
定
を
結
ぶ
に
至
っ
て
い
な
い
諸
宗
派
（confessione senza intesa

）
と
が

存
在
す
る
格
好
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
に
説
か
れ
る
政
教
関
係
の
類
型
に
即
し
て
言
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
政
教
関
係
は
、

公
認
宗
教
制
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑷　

国
家
の
世
俗
性
原
理

　

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
に
よ
る
国
教
制
廃
止
の
五
年
後
、
今
度
は
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
が
、
憲
法
上
の
原
理
と

し
て
イ
タ
リ
ア
憲
法
・
宗
教
法
の
世
界
に
姿
を
現
す
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
国
憲
法
の
よ

う
に
国
家
の
世
俗
性
（laicité

）
原
理
を
定
め
る
条
項
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
、

憲
法
裁
判
所
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
原
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
初
め
て
打
ち
出
し
た
の
が
憲
法
裁
判
所
一
九
八
九
年
四
月
一
二
日
判

決
第
二
〇
三
号）

22
（

で
あ
る
。

　

曰
く
、「
援
用
さ
れ
た
〔
憲
法
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
一
九
条
の
〕
諸
価
値
は
、
他
の
価
値
（
憲
法
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
二
〇

条
）
と
と
も
に
国
家
の
世
俗
性
と
い
う
最
高
原
理
を
形
づ
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
最
高
原
理
は
、
共
和
国
憲
法
で
示
さ
れ
た
国
家
形

態
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。
憲
法
第
二
条
、
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
一
九
条
及
び
第
二
〇
条
か
ら
明
ら
か
に
な
る
世
俗
性
原

理
は
、
諸
宗
教
に
対
す
る
国
家
の
冷
淡
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
派
的
及
び
文
化
的
に
多
元
的
な
体
制
に
お
い
て
宗
教
的
自

由
を
保
護
す
る
た
め
の
国
家
の
保
障
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」、
と
。

　

憲
法
裁
判
所
が
こ
の
判
決
の
中
で
「
国
家
の
世
俗
性
原
理
」
に
つ
い
て
一
般
的
に
説
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
憲
法
裁
判
所
が
こ
の
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語
に
よ
っ
て
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
で
争
わ
れ
て
い
た
、
公
立
学
校
で
の
カ
ト

リ
ッ
ク
宗
教
教
育
の
実
施
を
定
め
る
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
第
九
条
二
項
（
正
確
に
言
え
ば
、
同
協
約
の
施
行
法
律
で
あ
る
一
九

八
五
年
三
月
二
五
日
法
律
第
一
二
一
号
）
の
合
憲
性
と
い
う
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
の
説
示
を
み
る
と
、
憲
法
裁
判
所
の
い
う
「
国
家

の
世
俗
性
原
理
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
見
え
て
く
る
。

　

憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、「
世
俗
的
な
」
共
和
国
が
公
立
学
校
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
次
の

よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
ま
ず
、
世
俗
的
な
国
家
は
、
宗
教
的
多
元
性
が
存
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
宗
教
文
化
が
人
間
の
人
格
を
形
成
す

る
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
諸
原
理
は
、
イ
タ
リ
ア
社
会
に
お
い
て
は
「
イ
タ

リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財
産
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
世
俗
性
と
は
、「
宗
教
又
は
特
定
の
信
条
に
関
す
る
国
家
自
体
又
は
そ

の
指
導
的
集
団
の
無
関
心
、
敵
意
又
は
告
白
と
い
う
教
条
主
義
的
・
抽
象
的
な
公
理
に
応
え
る
も
の
で
は
な
く
、
市
民
の
世
俗
的
良
心

及
び
宗
教
的
良
心
に
関
す
る
具
体
的
な
要
求
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
共
和
国
は
、「
ま
さ
し
く
そ
の
世
俗
的
な
国
家
形

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

態
ゆ
え
に

0

0

0

0

」（
傍
点
・
筆
者
）、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
諸
原
理
が
「
イ
タ
リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財
産
」
と
し
て
有
す
る
形
成
的
価
値
に
着
目

し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
教
育
を
公
立
学
校
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
。

　

こ
の
よ
う
な
「
国
家
の
世
俗
性
原
理
」
が
「
宗
教
に
関
し
て
無
関
心
で
懐
疑
的
な
一
九
世
紀
の
自
由
主
義
的
伝
統
の
世
俗
的
国
家
」

の
考
え
方）

23
（

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

さ
ら
に
、「
国
家
の
世
俗
性
」
あ
る
い
は
「
世
俗
的
国
家
（Stato laico

）」
と
い
う
概
念
は
、
一
九
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
及
び
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
は
、
本
来
、
国
家
と
教
会
と
の
区
別
を
前
提
に
、
教
会
は
公
法
人
で
は
な
く
私
法
人
な
の
で
あ
り
、
そ
の
法
的
地
位
は
唯

一
主
権
を
有
す
る
国
家
に
よ
っ
て
他
の
私
法
人
と
同
様
に
一
方
的
（unilateralm

ente

）
に
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

を
意
味
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る）

24
（

。
し
か
し
、
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
、
同
じ
「
世
俗
性
」
と
い
う
語
を
使
い
つ

つ
も
、
教
会
と
国
家
と
の
間
の
双
務
的
（bilaterale

）
な
規
範
で
あ
る
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
の
規
範
を
合
憲
と
判
断
し
た
の
で
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あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
、
憲
法
裁
判
所
の
い
う
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
、「
一
九
世
紀
の
自
由
主
義
的
伝
統
の
世
俗
的
国
家
」
と
は
異
質

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
憲
法
裁
判
所
に
と
っ
て
国
家
の
世
俗
性
原
理
と
は
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
が
定
め
る
「
制
度
体
（istituzione

）

間
の
関
係
、
つ
ま
り
市
民
社
会
（società civile

）
と
宗
教
的
現
実
と
の
間
の
関
係
を
簡
潔
に
言
い
表
す
表
現
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い）

25
（

。
し
か
し
、
こ
の
世
俗
性
原
理
は
、
そ
の
後
、
憲
法
が
定
め
る
政
教
関
係
を
簡
潔
に
言
い
表
す
表
現
と
い
う
以
上
の
意

味
を
獲
得
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
学
校
の
十
字
架
像
も
、
こ
の
世
俗
性
原
理
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
以
前
の
論
争

　

⑴　

一
九
八
四
年
内
務
省
覚
書

　

公
立
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
施
設
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
が
裁
判
の
場
で
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
後
に
み
る

ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
問
題
は
、
憲
法
裁
判
所
が
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
打
ち
出
す
よ
り
も
前
に
、

ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
に
よ
る
国
教
制
の
廃
止
の
直
後
か
ら
、
行
政
内
部
で
検
討
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
問
題
が
裁
判
上
争

わ
れ
た
例
も
一
九
九
〇
年
代
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
に
進
む
前
に
、
そ
れ
ら
を
見
て
お
こ
う
。

　

一
九
八
四
年
一
〇
月
五
日
内
務
省
覚
書）

26
（

は
、
国
教
制
の
廃
止
後
も
、
法
廷
に
設
置
さ
れ
た
十
字
架
像
を
そ
の
ま
ま
設
置
し
続
け
る
べ

き
か
否
か
に
つ
い
て
、
司
法
省
か
ら
内
務
省
に
照
会
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
、
内
務
省
は
、
法
廷
に
お
け
る
十
字
架
像
の
設
置
に
は
「
明
白
な
規
範
的
根
拠
が
な
い
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
上
記
の

一
九
二
六
年
恩
赦
司
法
省
通
達
が
発
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
動
機
が
今
な
お
有
効
か
ど
う
か
を
検
討
し
、次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
明
ら
か
に
、
わ
が
国
の
文
化
及
び
歴
史
か
ら
生
ま
れ
た
道
徳
的
及
び
倫
理
的
諸
価
値
は
、
確
固
た
る
人
間
主
義
的
使
命
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
原
理
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
わ
が
歴
史
の
統
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合
的
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
諸
原
理
が
イ
タ
リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財
産
の
一
部
で
あ

る
』
こ
と
を
確
認
す
る
新
協
約
第
九
条
に
お
い
て
明
示
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
）、
十
字
架
像
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
崇
高
な
標
章

は
、
信
徒
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
、
こ
の
我
わ
れ
の
文
明
の
象
徴
つ
ま
り
我
わ
れ
の
人
間
主
義
的
な
文

化
と
倫
理
感
の
標
章
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
廷
に
十
字
架
像
す
な
わ
ち
我
わ
れ
の
社
会
の
基
礎
に
あ
る
道
徳
法

則
及
び
倫
理
法
則
を
示
す
象
徴
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
憲
法
が
定
め
る
思
想
及
び
宗
教
の
自
由
と
い
う
原
理
に

反
す
る
も
の
で
は
な
い
」、
と
。

　

⑵　

一
九
八
八
年
国
務
院
意
見

　

国
務
院
一
九
八
八
年
四
月
二
七
日
意
見
第
六
三
号）

27
（

は
、
国
教
制
の
廃
止
後
も
、
一
九
二
四
年
勅
令
及
び
一
九
二
八
年
勅
令
が
な
お
効

力
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
国
務
院
と
し
て
の
意
見）

28
（

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
務
院
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、

そ
れ
ら
の
勅
令
は
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
十
字
架
像
は
、「
そ
の
歴
史
的
根
源
に
お
い
て
、
特
定

の
宗
教
宗
派
と
は
無
関
係
な
普
遍
的
価
値
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と
文
化
の
象
徴
」
で
あ
り
、
②
問
題
の
勅
令
は
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
以

前
か
ら
存
在
し
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
に
は
十
字
架
像
の
設
置
に
関
す
る
定
め
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー

マ
協
約
に
よ
る
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
の
改
正
も
、「
問
題
の
行
政
規
則
の
諸
規
範
の
効
力
に
影
響
を
与
え
」
る
も
の
で
は
な
い
し
、
③
「
共
和

国
憲
法
は
、
十
字
架
像
の
よ
う
な
…
…
歴
史
的
財
産
の
一
部
で
あ
る
象
徴
を
公
共
施
設
に
設
置
す
る
こ
と
を
な
ん
ら
禁
止
し
て
い
な
い

し
」、「
教
室
に
十
字
架
像
を
設
置
す
る
こ
と
は
宗
教
に
関
す
る
自
己
の
信
条
を
表
明
す
る
個
人
の
自
由
を
圧
迫
す
る
原
因
に
は
な
り
え

な
い
」
か
ら
、
そ
れ
ら
の
勅
令
は
「
今
な
お
適
法
に
効
力
を
有
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
。
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⑶　

投
票
所
十
字
架
像
設
置
事
件
（
モ
ン
タ
ニ
ャ
ー
ナ
事
件
）

　

公
共
施
設
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
が
裁
判
上
初
め
て
争
わ
れ
た
の
が
、
モ
ン
タ
ニ
ャ
ー
ナ
事
件
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
件
で
争
わ
れ

た
の
は
、
教
室
の
十
字
架
像
で
は
な
く
、
選
挙
の
投
票
所
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
は
、
一
九
九
四
年
の

代
議
院
議
員
選
挙
の
際
、
開
票
立
会
人
に
選
任
さ
れ
た
者
が
、
投
票
所
に
設
置
さ
れ
た
十
字
架
像
が
撤
去
さ
れ
な
い
限
り
立
会
人
の
職

務
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、「
正
当
な
理
由
」
な
く
し
て
立
会
人
の
職
務
を
拒
否
す
る
こ
と
を
禁
止
す

る
代
議
院
議
員
選
挙
統
一
法
典
（
一
九
五
七
年
三
月
三
〇
日
共
和
国
大
統
領
令
第
三
六
一
号
）
第
一
〇
八
条
に
違
反
し
た
と
し
て
起
訴

さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　

本
件
に
関
す
る
破
毀
院
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
日
判
決
第
四
三
九
号）

29
（

で
注
目
す
べ
き
は
何
よ
り
も
、
投
票
所
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
が

違
憲
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
破
毀
院
の
そ
の
よ
う
な
宣
言
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
公
共
施
設
か
ら
十
字
架

像
を
撤
去
さ
せ
る
法
的
な
効
果
を
も
た
な
い

―
破
毀
院
は
、
憲
法
に
反
す
る
法
律
の
規
定
を
無
効
と
す
る
権
限
も
、
行
政
の
行
為
を

取
り
消
す
権
限
も
有
し
な
い

―
が
、
こ
の
判
決
は
「
後
の
裁
判
判
決
に
と
っ
て
の
重
要
な
転
換
点
」
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る）

30
（

。

　

破
毀
院
が
十
字
架
像
の
設
置
を
違
憲
と
判
断
し
た
理
由
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
一
九
八
四
年
内
務
省
覚
書
が
認
め
る
よ

う
に
、
十
字
架
像
の
設
置
義
務
に
は
「
明
白
な
規
範
的
根
拠
」
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
八
四
年
内
務
省
覚
書
及
び
一
九

八
八
年
国
務
院
意
見
は
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
第
九
条
を
引
い
て
、
十
字
架
像
は
「
我
わ
れ
の
文
明
の
象
徴
」
で
あ
り
「
我
が
人

間
文
化
と
倫
理
的
良
心
の
標
章
」
で
あ
る
か
ら
そ
の
設
置
は
正
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
破
毀
院
は
、
同
条
は
公
立
学
校
に
お
け
る

任
意
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
教
育
の
実
施
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
同
協
約
の
一
般
的
な
基
本
原
理
で
は
な
い
か
ら
、
同
条
に

よ
っ
て
公
的
な
場
所
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
義
務
が
一
般
的
に
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
第
三
に
、
破
毀
院

に
よ
れ
ば
、
十
字
架
像
の
設
置
は
、
憲
法
裁
判
所
の
判
例
と
矛
盾
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
が
「
第
三
条
一
項
に
お
い
て
、
一
定
の
顕

著
な
要
素
に
基
づ
い
て
異
な
る
規
律
を
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
禁
止
」
し
て
お
り
「
宗
教
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
要
素
」
な
の
だ
と

国家の世俗性原理は教室の十字架像によって表されるか245
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す
れ
ば
（
憲
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
一
一
月
一
四
日
判
決
第
三
二
九
号
（
後
掲
）
参
照
）、
十
字
架
像
の
設
置
も
ま
た
宗
教
に
基
づ
く
別

異
取
扱
い
と
し
て
違
憲
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
、
宗
教
に
関
す
る
国
家
の
規
律
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
、
文
化
及
び
伝
統
が

共
存
す
べ
き
我
わ
れ
の
国
民
共
同
体
を
特
徴
付
け
る
全
て
の
宗
教
」を
保
護
す
る
多
元
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば（
憲

法
裁
判
所
一
九
九
五
年
一
〇
月
一
八
日
判
決
第
四
四
〇
号
（
後
掲
）
参
照
）、
政
治
的
意
思
の
形
成
と
決
定
が
な
さ
れ
る
「
公
的
」
空
間

は
、
他
の
諸
宗
教
を
排
除
し
た
唯
一
の
宗
教
の
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
防
禦
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
破
毀
院
は
、
投
票
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
所
に
十
字
架
像
が
義
務
的
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
世
俗
性

原
理
に
賛
同
す
る
良
心
に
従
う
と
い
う
道
徳
的
義
務
と
公
職
を
遂
行
す
る
と
い
う
市
民
的
義
務
と
の
間
に
衝
突
が
生
じ
て
い
る
場
合
に

は
、
選
挙
立
会
人
へ
の
就
任
を
拒
否
す
る
行
為
は
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
及
び
行
政
の
公
平
性
原
理
（
憲
法
第
九
七
条
）
に
合
致
し
た

拒
否
行
為
で
あ
っ
て
、
代
議
院
議
員
選
挙
統
一
法
典
第
一
〇
八
条
に
い
う
「
正
当
な
理
由
」
に
よ
る
拒
否
に
当
た
る
と
し
て
、
被
告
人

を
無
罪
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

⑷　

教
室
十
字
架
像
設
置
事
件
（
オ
フ
ェ
ー
ナ
事
件
）

　
　

イ　

ラ
ク
イ
ラ
地
方
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
三
日
決
定

　

さ
ら
に
、
教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
が
裁
判
上
争
わ
れ
た
事
例
と
し
て
、
オ
フ
ェ
ー
ナ
事
件
が
あ
る
。
本
件
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

で
あ
る
原
告
が
、
そ
の
子
ど
も
が
通
う
公
立
の
幼
稚
園
及
び
小
学
校
の
教
室
に
十
字
架
像
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
原
告
自

身
及
び
そ
の
子
ど
も
の
信
教
の
自
由
の
侵
害
並
び
に
国
家
の
世
俗
性
原
理
の
違
反
を
主
張
し
て
、
そ
の
撤
去
を
求
め
る
仮
処
分
（
民
事

訴
訟
法
典
第
七
〇
〇
条
）
を
請
求
し
た
事
例
で
あ
る）

31
（

。
本
件
に
係
る
ラ
ク
イ
ラ
地
方
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
三
日
決
定）

32
（

は
、
教

室
の
十
字
架
像
に
よ
っ
て
原
告
の
子
ど
も
の
信
教
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
十
字
架
像
の
撤
去
を
命
じ
た
。
こ
の
決
定
は
、

国
家
の
世
俗
性
原
理
に
関
し
て
非
常
に
興
味
深
い
議
論
を
し
て
い
る
。
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こ
の
決
定
を
下
し
た
モ
ン
タ
ナ
ー
ロ
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
は
国
教
制
の
遺
物
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
八
六
〇
年
勅
令
は
、
自
由
主
義
国
家
の
時
代
と
は
い
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
を
定
め
る
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
の
下
で
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
一
九
二
四
年
及
び
一
九
二
八
年
の
勅
令
に
至
っ
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
新
国
家
告
白
主
義
の
下
で
制

定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
十
字
架
像
の
設
置
を
義
務
付
け
る
こ
れ
ら
の
規
律
と
、
国
教
制
を
明
示
的
に
廃
止
し
た
ヴ
ィ
ッ
ラ
・

マ
ダ
ー
マ
協
約
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
規
範
枠
組
み
と
の
間
に
は
、
抜
き
が
た
い
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
「
諸
宗
教
に
対
す
る
国
家
の
冷
淡
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と

説
明
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
伝
統
や
文
化
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
わ

れ
る
が
、
問
題
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、
イ
タ
リ
ア
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

モ
ン
タ
ナ
ー
ロ
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
イ
タ
リ
ア
社
会
は
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
な
同
質
性
を
有
す
る
社
会
で
は
な
く
、
民

族
的
・
宗
教
的
に
多
元
的
な
社
会
で
あ
る
。「
多
数
派
市
民
の
宗
教
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
社
会
的
・
文
化
的
重
要
性
」
の
主
張

は
、「
わ
が
国
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
と
市
民
的
文
化
（cultura civile

）
と
の
間
に
完
全
な
一
致
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
一
致
は
、「
す
で
に
存
在
し
な
い
し
、
と
り
わ
け
今
日
存
在
す
る
こ
と
を
確
実
に
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
、
十
字
架
像
は
、「
現
実
に
は
す
べ
て
の
市
民
の
共
通
の
財
産
で
は
な
い
諸
価
値
」
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
と
さ
れ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
教
室
に
十
字
架
像
を
設
置
す
る
こ
と
は
、「
人
間
の
進
歩
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
他
の
宗
教
的
及
び
社
会
的
経
験
が

果
た
し
た
役
割
に
対
し
…
…
最
低
限
の
敬
意
を
払
う
こ
と
な
く
、〔
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
〕
絶
対
的
な
真
実
と
し
て
世
界
の
中
心
に
」
置
く

と
い
う
国
家
意
思
の
明
白
な
表
明
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、「
教
室
…
…
に
お
け
る
十
字
架
像
の
設
置
が
宗
教
的
自
由
に
反
し
な
い
と
主
張

す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
正
当
化
は
、
今
や
法
的
に
一
貫
性
が
な
く
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
は
時
代
錯
誤
に
な
っ
て
お
り
、
端
的
に
、

国家の世俗性原理は教室の十字架像によって表されるか247
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イ
タ
リ
ア
の
文
化
的
変
遷
と
、
他
者
の
信
条
を
尊
重
し
公
的
諸
制
度
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
中
立
で
あ
る
よ
う
求
め
る
憲
法
上
の

諸
原
理
に
反
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
、
彼
は
指
摘
す
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
モ
ン
タ
ナ
ー
ロ
裁
判
官
は
、「
宗
教
的
・
文
化
的
多
元
性
は
、
学
校
制
度
が
宗
教
現
象
に
対
し
て
公
平
（im

parziale

）

で
あ
り
続
け
る
と
き
に
の
み
実
現
さ
れ
う
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
「
公
平
性
は
、
教
室
に
な
ん
ら
の
宗
教
的
象
徴
も
設
置
し
な
い
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
宗
教
・
他
宗
派
の
象
徴
も
設
置
す
る
こ
と

で
公
平
性
を
確
保
す
る
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、「
何
ら
の
信
条
を
有
し
な
い
者
の
消
極
的
宗
教
的
自

由
を
侵
害
す
る
結
果
に
終
わ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
　

ロ　

ラ
ク
イ
ラ
地
方
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
九
日
決
定

　

こ
の
仮
処
分
命
令
は

―
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
九
五
年
の
憲
法
裁
判
所
判
決
が
大
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
の
と
同
様
に

―
、

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
教
室
の
十
字
架
像
の
問
題
に
つ
い
て
大
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
政
治
家
た
ち
も
こ

ぞ
っ
て
意
見
を
述
べ
」、「
右
派
だ
け
で
な
く
、
左
派
の
議
員
か
ら
も
判

〔
原
文
マ
マ
〕
決
に
つ
い
て
批
判
的
な
意
見
が
相
次
い
だ
」
と
の
こ
と
で
あ
る）

33
（

。

　

し
か
し
、
本
件
は
、
あ
っ
け
な
い
結
末
を
迎
え
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
仮
処
分
命
令
に
対
し
て
学
校
及
び
教
育
省
の
側
か
ら
異
議

申
立
て
が
な
さ
れ
、
こ
の
異
議
申
立
て
を
審
理
し
た
ラ
ク
イ
ラ
地
方
裁
判
所
の
合
議
体
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
九
日
決
定）

34
（

に
お
い

て
本
件
仮
処
分
命
令
を
取
り
消
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、
簡
潔
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
公
役
務
に
係
る
紛
争
の
裁
判
管
轄
に

つ
い
て
、
一
九
九
八
年
三
月
三
一
日
委
任
命
令
第
八
〇
号
第
三
三
条
二
項
ｅ
号
（
二
〇
〇
〇
年
七
月
二
一
日
法
律
第
二
〇
五
号
に
よ
る

改
正
後
の
も
の
）
は
、
公
教
育
を
含
む
公
役
務
の
提
供
に
関
し
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
行
政
裁
判
所
の
排
他
的
管
轄
に
属
す
る
も

の
と
定
め
つ
つ
、
同
時
に
、「
私
的
主
体
と
の
個
別
的
使
用
関
係
」
に
関
す
る
紛
争
及
び
純
粋
な
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
は
例
外
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的
に
行
政
裁
判
所
の
排
他
的
管
轄
に
属
し
な
い
も
の
と
定
め
て
い
る
。
原
決
定
が
本
件
に
関
す
る
通
常
裁
判
所
の
管
轄
権
を
肯
定
し
た

の
は
、
本
件
は
そ
の
二
つ
の
例
外
的
な
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
合
議
体
決
定
は
、

「
私
的
主
体
と
の
個
別
的
使
用
関
係
」
と
は
水
道
な
ど
の
公
営
企
業
体
と
利
用
者
と
の
間
の
対
等
な
契
約
関
係
を
い
う
の
で
あ
っ
て
在

学
関
係
は
こ
れ
に
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
十
字
架
像
の
撤
去
を
求
め
る
仮
処
分
申
請
は
純
粋
な
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
も
該
当
し
な
い
と

し
て
、
本
件
の
よ
う
な
紛
争
は
行
政
裁
判
所
の
排
他
的
な
管
轄
に
属
し
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
は
属
し
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

⑸　

小　

括

　

以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
一
方
で
は
、
内
務
省
覚
書
や
国
務
院
意
見
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
字
架
像
は
宗
教
的
象

徴
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
的
・
歴
史
的
な
意
義
も
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
公
的
施
設
へ
の
十
字
架
像
の

設
置
が
正
当
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
十
字
架
像
が
文
化
的
・
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
定
法
上
、「
カ
ト

リ
ッ
ク
教
の
諸
原
理
は
イ
タ
リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財
産
の
一
部
で
あ
る
」
と
い
う
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
第
九
条
の
規
定
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
こ
う
し
た
十
字
架
像
設
置
の
正
当
化
に
対
し
て
は
、
宗
教
的
・
文
化
的
な
多
元
化
が
進
ん
だ
今
日
で
も
、
十
字
架
像
は
イ

タ
リ
ア
文
化
を
表
す
も
の
と
い
い
う
る
の
か
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
破
毀
院
判
決
及
び
オ
フ
ェ
ー
ナ
事
件
に
お
け
る
モ
ン
タ
ナ
ー

ロ
決
定
は
、
そ
う
し
た
批
判
的
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
多
元
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
十
字

架
像
を
公
的
施
設
に
設
置
す
る
の
を
禁
ず
る
ほ
か
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
九
八
四
年
の
内
務
省
覚
書
及
び
一
九
八
八
年
の
国
務
院
意
見
が
出
さ
れ
た
の
は
、
憲
法
裁
判
所
が
国
家
の
世
俗
性
原

理
を
憲
法
上
の
原
理
と
し
て
打
ち
出
す
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
内
務
省
も
国
務
院
も
、
公
的
施
設
へ
の
十
字
架
像
の
設

置
を
、
そ
の
新
た
な
憲
法
原
理
に
照
ら
し
て
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
モ
ン
タ
ニ
ャ
ー
ナ
事
件
で
直
接
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
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選
挙
立
会
人
の
職
務
を
拒
否
す
る
「
正
当
な
理
由
」
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
公
的
施
設
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
の
合
憲
性
が
正
面
か
ら
論

じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
オ
フ
ェ
ー
ナ
事
件
に
至
っ
て
は
、
手
続
法
上
の
理
由
に
よ
り
、
い
わ
ば
尻
切
れ
ト
ン
ボ
の
よ
う
な
形
で

終
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
章
で
検
討
す
る
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
を
め
ぐ
る
議
論
が
そ
れ
以
前
の
行
政
解
釈
及
び
通
常
裁
判
所

の
議
論
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
で
は
、
教
室
の
十
字
架
像
の
合
憲
性
に
つ
き
、
憲

法
裁
判
所
や
国
務
院
が
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
と
い
う
新
た
な
憲
法
原
理
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
の
か
が
注
目
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

第
二
章　

ラ
ウ
ツ
ィ
事
件

Ⅰ　

ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
と
憲
法
裁
判
所

　

⑴　

事
実
の
概
要

　

本
件
の
原
告
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
系
イ
タ
リ
ア
人
の
女
性
で
あ
る
。
彼
女
に
は
、
二
人
の
子
ど
も
が
お
り
、
そ
の
子
ど
も
は
、
ア
ー

バ
ノ
・
テ
ル
メ
の
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ダ
・
フ
ェ
ル
ト
レ
公
立
包
括
学
校）

35
（

に
在
籍
し
て
い
た
。
二
〇
〇
二
年
四
月
二
二
日
、
原
告
の
夫
は
、

同
校
の
学
校
評
議
会）

36
（

の
会
議
の
席
で
、
学
校
に
お
け
る
十
字
架
像
の
設
置
に
つ
い
て
疑
問
を
提
起
し
、
こ
れ
を
取
り
外
す
よ
う
提
案
し

た
。
こ
の
問
題
は
そ
の
後
五
月
二
七
日
の
会
議
に
お
い
て
決
せ
ら
れ
、
評
議
員
に
よ
る
表
決
の
結
果
、
十
字
架
像
を
設
置
し
続
け
る
こ

と
が
議
決
さ
れ
た
。
本
件
は
、
そ
の
学
校
評
議
会
の
議
決
に
対
し
、
こ
れ
が
国
家
の
公
平
性
原
理
及
び
「
憲
法
秩
序
の
最
高
原
理
で
あ

る
国
家
の
世
俗
性
原
理
」（
こ
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
市
民
の
平
等
を
保
障
す
る
憲
法
第
三
条
、
並
び
に
無
神
論
及
び
不
可
知
論
を
告
白

す
る
自
由
を
含
め
て
自
己
の
宗
教
的
信
仰
を
告
白
す
る
完
全
な
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
第
一
九
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
絶
対
的
に
優
越

す
る
根
本
的
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
る
）
に
反
す
る
と
し
て
、
そ
の
取
消
（annullam

ento

）
を
求
め
る
訴
え
が
行
政
裁
判
所
に
提
起
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さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　

⑵　

二
〇
〇
四
年
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
決
定

　

本
件
は
、
本
案
に
関
す
る
議
論
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
紆
余
曲
折
を
経
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

本
件
が
係
属
し
た
第
一
審
の
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所）

37
（

で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
一
九
二
四
年
勅
令
第
一
一
八
条
及
び
一
九

二
八
年
勅
令
第
一
一
九
条
の
規
定
は
現
在
も
効
力
を
有
す
る
の
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
現
在
も
効
力
を
有
す
る
と
し

た
場
合
、
そ
の
合
憲
性
を
憲
法
裁
判
所
の
審
査
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た）

38
（

。
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
四
年

一
月
一
四
日
決
定
第
五
六
号）

39
（

は
、
前
者
の
点
に
つ
い
て
、
問
題
の
「
二
つ
の
規
定
は
、
法
律
レ
ベ
ル
の
規
範
に
よ
っ
て
も
規
則
レ
ベ
ル

の
規
範
に
よ
っ
て
も
、
明
示
的
に
も
黙
示
的
に
も
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
学
校
評
議
会
の
議
決
が
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
反
し
違
憲
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
上
記
の
二
つ
の

勅
令
の
規
定
が
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は「
紛
争
が
解
決
さ
れ
た
と
主
張
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」と
し
て
、ヴ
ェ

ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
で
提
起
さ
れ
た
憲
法
問
題
を
憲
法
裁
判
所
の
審
査
に
付
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
裁
判
制
度
上
、
具
体
的
な
訴
訟
事
件
の
中
で
提
起
さ
れ
た
憲
法
問
題
を
憲
法
裁
判
所
の
審
査

に
付
す
た
め
に
は
、
①
「
訴
訟
が
合
憲
性
の
問
題
の
解
決
を
切
り
離
し
て
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
、
②
「
提
起
さ
れ
た

問
題
が
明
白
に
理
由
な
し
と
は
認
め
が
た
い
」
こ
と
と
い
う
二
つ
の
要
件
を
充
た
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
一
九
五
三
年
三
月

一
一
日
法
律
第
八
七
号
第
二
三
条
二
項）

40
（

）。

　

後
者
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、
十
字
架
像
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
崇
敬
さ
れ
る
宗
教
的
象
徴
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
教
室
に
設
置
す
る
よ
う
命
じ
る
規
範
が
国
家
は
各
宗
派
に
対
し
て
等
し
い
距
離
を
と
り
公
平
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
国
家
の
世
俗
性
原
理
な
い
し
非
宗
派
性
原
理
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
、「
明
白
に
理
由
な
し
と
は
認
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め
が
た
い
」
と
認
定
し
て
い
る
。

　

問
題
は
、
前
者
の
要
件
に
関
連
し
て
、
制
度
上
、
違
憲
審
査
の
対
象
と
な
る
の
は
「
国
及
び
州
の
法
律
及
び
法
律
の
効
力
を
有
す
る

行
為
」
に
限
ら
れ
て
い
る
（
憲
法
第
一
三
四
条
及
び
一
九
五
三
年
法
律
第
八
七
号
第
二
三
条
一
項
ａ
号
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
九
二
四
年
勅
令
及
び
一
九
二
八
年
勅
令
は
い
ず
れ
も
、
行
政
規
則
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
規
範
で
あ
り
、「
法
律
又
は
法
律
の
効
力

を
有
す
る
行
為
」
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
違
憲
審
査
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、
あ
る
行
政
規
則
の
規
定
が
法
律
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
具
体

的
に
特
定
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
政
規
則
の
規
定
の
合
憲
性
を
間
接
的
に
審
査
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る

憲
法
裁
判
所
判
例
（
憲
法
裁
判
所
一
九
八
八
年
一
二
月
二
〇
日
判
決
第
一
一
〇
四
号）

41
（

及
び
憲
法
裁
判
所
一
九
九
四
年
一
二
月
三
〇
日
判

決
第
四
五
六
号）

42
（

）
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
こ
と
で
、
一
九
二
四
年
勅
令
及
び
一
九
二
八
年
勅
令
も
間
接
的
な
違
憲
審
査

の
対
象
と
な
り
う
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
統
一
教
育
法
典
（
一
九
九
四
年
四
月
一
六
日
委
任
命
令
第
二
九
七
号
）
第
一
五
九
条

及
び
第
一
九
〇
条
は
、
小
学
校
の
備
品
（arredi
）
及
び
中
学
校
の
設
備
（arredam

ento

）
の
費
用
を
市
町
村
（com

m
une

）
が
負

担
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
「
備
品
」
や
「
設
備
」
の
具
体
的
な
内
容
は
必
ず
し
も
統
一
教
育
法
典
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
同
法
典
第
六
七
六
条
が
一
九
二
四
年
勅
令
第
一
一
八
条
及
び
一
九
二
八
年
勅
令
第
一
一
九
条
の
効
力
を
維
持
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
同
法
典
第
一
五
九
条
及
び
第
一
九
〇
条
に
い
う
備
品
及
び
設
備
に
は
、
十
字
架
像
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
二
四
年
勅
令
第
一
一
八
条
及
び
一
九
二
八
年
勅
令
第
一
一
九
条
の
規
定
は
、
統
一
教
育
法
典
第
一
五
九
条
及
び
第

一
九
〇
条
を
具
体
的
に
特
定
す
る
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
憲
法
裁
判
所
の
審
査
の
対
象
に
な
り
う
る
、
と
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
の
裁
判
を
停
止
し
、
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
決
定
を
下
し
た
の

で
あ
る
。
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⑶　

二
〇
〇
四
年
憲
法
裁
判
所
決
定

　

し
か
し
な
が
ら
、
移
送
を
受
け
た
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
五
日
決
定
第
三
八
九
号）

43
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に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
由

で
、
本
件
の
訴
え
を
却
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
統
一
教
育
法
典
第
一
五
九
条
及
び
第
一
九
〇
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
小
学
校
と
中
学
校
に
つ

い
て
学
校
の
備
品
を
調
達
す
る
負
担
を
負
う
べ
き
市
町
村
の
義
務
を
定
め
る
」
も
の
で
、「
備
品
の
費
用
の
負
担
に
の
み
関
係
」
す
る
に

す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
規
定
と
一
九
二
四
年
勅
令
及
び
一
九
二
八
年
勅
令
の
規
定
と
の
間
に
は
、
州
行
政
裁
判
所
が
言
う
よ
う
な
、
行
政

規
則
の
間
接
的
な
審
査
を
可
能
に
す
る
「
統
合
・
特
定
関
係
」
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
上
記
の
規
則
の
規
範
が
法
律
の
効
力
を

有
し
な
い
」
以
上
「
こ
れ
に
つ
い
て
合
憲
性
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
、
本
件
は
、
明
ら
か
に
憲
法
裁
判
所
の
審
査

の
対
象
と
な
ら
な
い
、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
を
い
わ
ば
「
門
前
払
い
」
に
し
た
。
こ
の
点
、
も
し
憲
法
裁
判
所
が
本
案
に
踏
み
込
ん
で
違
憲

審
査
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
論
が
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
憲
法
裁
判

所
は
逃
げ
た
」
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
こ
の
決
定
に
関
し
て
は
、
十
字
架
像
の
扱

い
に
困
っ
た
憲
法
裁
判
所
が
「
ピ
ラ
ト
の
よ
う
に
手
を
引
い
た
」
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
論
評）

44
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が
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
法
律
に
よ
っ
て
で
は
な
く
行
政
規
則
に
よ
っ
て
の
み
規
律
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
そ
の
規
則
自
体

を
違
憲
審
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
は
、そ
も
そ
も
、憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
も
、学
説
の
大
多
数
に
よ
っ

て
も
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
行
政
規
則
の
規
範
が
法
律
の
規
定
を
具
体
化
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
規
則
の
規
定
を
違
憲
審
査
の

対
象
と
な
し
う
る
と
考
え
る
に
し
て
も
、
本
件
勅
令
を
違
憲
審
査
の
対
象
と
す
る
た
め
に
は
、
学
校
に
十
字
架
像
を
設
置
す
る
こ
と
を

概
括
的
に
で
も
定
め
る
法
律
の
規
定
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
法
律
の
規
定
は
イ
タ
リ
ア
法
上
存
在
し
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
勅
令
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
合
憲
性
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
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い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
論
者
は
、
本
件
決
定
は
違
法
な
判
断
拒
否
と
い
う
よ
り
は
、
憲
法
第
一
三
四
条
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
限
界
を
越

え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
の
義
務
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る）

45
（

。

Ⅱ　

イ
タ
リ
ア
行
政
裁
判
所
に
よ
る
判
断

　

⑴　

二
〇
〇
五
年
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
判
決

　

と
も
あ
れ
、
本
件
の
審
理
は
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
で
仕
切
り
な
お
し
て
再
開
さ
れ
、
同
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
五
年
三
月
一
七

日
判
決
第
一
一
一
〇
号）

46
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に
お
い
て
、
非
常
に
複
雑
な
議
論
を
展
開
し
、
原
告
の
訴
え
を
棄
却
す
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　

ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
我
わ
れ
の
…
…
歴
史
に
は
良
く
も
悪
く
も
キ
リ
ス
ト
教
が
染
み
付
い
て
い
る
こ
と
を
否
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
」、
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
第
九
条
に
よ
る
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
原
理
が
『
イ
タ
リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財

産
の
一
部
を
な
す
』
こ
と
」
の
承
認

―
こ
こ
で
、
同
協
約
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教

0

0

0

0

0

0

の
諸
原
理
」
の
語
が
「
キ
リ
ス
ト
教

0

0

0

0

0

の
諸
原
理
」
に

置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い

―
は
、
単
に
「
学
校
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
教
育
の
文
脈
で
な
さ
れ
た
言
明
で
は

な
く
、
一
般
的
な
内
容
を
有
す
る
言
明
」
で
あ
る
と
、
イ
タ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
を
確
認
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
州
行
政
裁
判
所
は
、
一
方
で
は
、
十
字
架
像
は
学
校
に
設
置
さ
れ
た
と
し
て
も
「
純
粋
な
歴
史
的
及
び
文
化
的
な
象

徴
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
宗
教
的
象
徴
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
他
方
で
は
、
公
立

学
校
に
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
を
設
置
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
「
そ
の
象
徴
が
憲
法
上
の
世
俗
性
原
理
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
深
く
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
が
共
和
国
憲
法
に
よ
っ
て
法
的

に
確
立
さ
れ
た
諸
価
値
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
を
探
求
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

か
く
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
具
体
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
と

イ
タ
リ
ア
憲
法
が
採
用
し
た
諸
価
値
と
の
関
係
と
い
う
、「
神
学
的
」）

47
（

な
考
察
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
で
あ
る
。
同
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
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キ
リ
ス
ト
教
は
「
他
者
へ
の
寛
容
と
人
間
の
尊
厳
の
擁
護
を
そ
の
信
仰
の
中
心
に
置
い
て
」
お
り
、「
現
代
の
世
俗
的
国
家
、
と
り
わ
け

イ
タ
リ
ア
国
家
の
基
礎
に
あ
る
寛
容
、
平
等
及
び
自
由
の
観
念
を
中
核
に
含
ん
で
い
る
」
う
え
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
啓
蒙
主
義
と
の

間
の
表
面
的
な
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、「
啓
蒙
主
義
の
ま
さ
に
基
盤
と
な
る
諸
要
素
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
自
由
と
尊
厳
、
人
間

の
諸
権
利
の
宣
言
及
び
最
後
に
ま
さ
し
く
近
代
国
家
の
世
俗
性
」
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
、「
異
端
審
問
や
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
十
字
軍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
核
に
は
、
人
間
の
尊
厳
、
寛
容
、
宗
教
的
自

由
を
含
め
て
自
由
の
原
理
が
あ
る
こ
と
、
結
局
、
国
家
の
世
俗
性
の
基
礎
が
あ
る
こ
と
を
容
易
に
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ

る
。

　

こ
う
し
た
分
析
に
基
づ
き
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
は
、「
十
字
架
像
は

0

0

0

0

0

、
歴
史
及
び
文
化
の
発
展
の
象
徴
、
わ
が
国
民
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
人
間
の
自
由
、
平
等
及
び
人
間
の
尊
厳
、
宗
教
的
寛
容
と
い
う
諸
価
値
の
体
系
、

そ
れ
ゆ
え
国
家
の
世
俗
性
の
象
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
・
筆
者
）
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
に
と
っ
て
、
十
字
架
像
は
「
国
家
の
世
俗
性
の
象
徴
」
で
あ
る
以
上
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
根
拠
に
教

室
か
ら
十
字
架
像
の
撤
去
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
世
俗
性
原
理
の
形
成
に
貢
献
し
た
基
本
的
な
歴
史
的
要
素
の
一
つ
を
、
ま
さ
に
そ
の

原
理
の
名
の
下
に
撤
去
す
る
よ
う
求
め
る
不
合
理
な
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
告
の
請
求
は
棄
却
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

⑵　

二
〇
〇
六
年
国
務
院
判
決

　

こ
れ
と
同
様
の
論
理
は
、
国
務
院
判
決
に
も
見
ら
れ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
か
ら
の
上
訴
を
受
け
た
国
務
院
は
、
二
〇
〇
六

年
二
月
一
三
日
判
決
第
五
五
六
号）

48
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に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
上
訴
を
斥
け
て
い
る
。

　

国
務
院
は
ま
ず
、
一
九
二
四
年
勅
令
第
一
一
八
条
は
形
式
上
統
一
教
育
法
典
又
は
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
（
及
び
そ
の
施
行
法
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律
）
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
上
訴
人
の
主
張
を
斥
け
、
同
条
が
今
な
お
有
効
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
同
条
の
規
範
内
容

が
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
反
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
国
務
院
は
、
憲
法
上
明
示
的
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
憲
法
の
諸
規
範
か
ら
導
か
れ
る
憲
法
秩

序
の
最
高
原
理
で
あ
る
と
い
う
憲
法
裁
判
所
の
説
示
を
確
認
し
た
う
え
で
、「
そ
の
内
容
は
、
こ
れ
が
機
能
す
る
た
め
の
使
用
条
件
に

よ
っ
て
特
定
さ
れ
」、
そ
の
使
用
条
件
は
「
各
国
民
の
文
化
的
伝
統
、
生
活
慣
習
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
決
定
さ
れ
る
」
と
主

張
す
る
。
つ
ま
り
、
世
俗
性
原
理
は
、
国
・
時
代
を
問
わ
ず
、
最
低
限
、
世
俗
的
秩
序
と
宗
教
的
秩
序
と
の
区
別
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
何
が
要
求
さ
れ
る
か
は
、
国
に
よ
っ
て
も
時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
世
俗
性
原
理
は

「
本
質
的
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
が
合
憲
か
ど
う
か
は
、
抽
象
的
に
想
定

さ
れ
る
世
俗
性
原
理
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
基
本
的
諸
規
範
か
ら
導
か
れ
る
世
俗
性
原
理
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
国
務
院
は
、
十
字
架
像
は
「
設
置
さ
れ
る
場
所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
帯
び
」、「
礼
拝
の
場
所
に
お
い
て
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者
（fondatore

）
に
対
す
る
尊
敬
心
を
集
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
ま
さ
し
く
専
ら
『
宗
教
的
象

徴
』
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、「
若
者
の
教
育
に
充
て
ら
れ
る
学
校
の
よ
う
な
、
宗
教
的
で
は
な
い
場
所
」
で
は
別
の
意
味

を
も
ち
う
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
国
務
院
に
よ
れ
ば
、
十
字
架
像
は
、
学
校
の
教
室
に
設
置
さ
れ
た
と
き
に
は
、「
世
俗
的
に
重
要
な
諸

価
値
、
と
り
わ
け
我
わ
れ
の
市
民
的
共
生
の
基
礎
で
あ
る
憲
法
秩
序
の
背
後
に
あ
り
、
こ
れ
に
着
想
を
与
え
る
諸
価
値
」、
換
言
す
れ

ば
、「
寛
容
、
相
互
尊
重
、
人
の
意
義
づ
け
、
そ
の
諸
権
利
の
確
認
、
そ
の
諸
自
由
へ
の
配
慮
、
権
威
に
対
す
る
道
徳
的
良
心
の
自
律

性
、
人
間
の
連
帯
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
拒
否
」
と
い
っ
た
、
憲
法
裁
判
所
が
イ
タ
リ
ア
国
家
の
世
俗
性
を
説
く
に
当
た
っ
て
列
挙
す
る

諸
規
範
か
ら
明
ら
か
に
な
る
諸
価
値
を
表
明
す
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
国
務
院
は
、「
イ
タ
リ
ア
の
文
化
的
文
脈
で
は
」、
十
字
架
像
以
上
に
そ
れ
ら
の
諸
価
値
及
び
そ
の
宗
教
的
起
源
を
表
明
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す
る
の
に
適
し
た
方
法
は
存
在
し
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
的
起
源
を
有
す
る
世
俗
的
な
諸
価
値
を
表
明
す
る
の
に
、

十
字
架
像
と
上
訴
人
が
求
め
る
「
白
い
壁
」
の
ど
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
裁
判
の
場
面

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
が
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
反
す
る
か
否
か
な
の
で
あ
り
、十
字
架
像
が「
憲

法
典
が
受
け
入
れ
表
現
し
た
諸
価
値
を
表
明
す
る
の
に
効
果
的
」
な
教
育
手
段
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
上
訴
人
の
請
求
を
認
容
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
。

　

⑶　

小　

括

　

ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
と
国
務
院
の
判
決
は
と
も
に
、「
イ
タ
リ
ア
国
民
の
歴
史
的
財
産
の
一
部
」
と
し
て
十
字
架
像
の
設
置
を
正

当
化
し
た
一
九
八
八
年
の
国
務
院
意
見
を
継
承
し
つ
つ
も
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
つ
い
て
新
た
な
理
解
を
打
ち
出
し
た
点
が
注
目
さ

れ
る）

49
（

。
つ
ま
り
、「
教
室
の
十
字
架
像
は
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
表
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
一
見
不
思
議
な
説
示
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
州
行
政
裁
判
所
と
国
務
院
と
の
間
に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
り
、
州
行
政
裁
判
所
の
方
は
、
十
字
架
像
は
ま
さ
し

く
そ
の
宗
教
的
意
義
ゆ
え
に
国
家
の
世
俗
性
を
表
し
て
い
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し）

50
（

、
国
務
院
の
方
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
お
け
る
国

家
の
世
俗
性
原
理
は
宗
教
的
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
や
や
控
え
目
な
言
い
方
を
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
か
し
、
十

字
架
像
は
イ
タ
リ
ア
国
家
の
世
俗
性
原
理
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
憲
法
の
諸
価
値
に
合
致
す
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
教
室
に
設
置
し
た
と
し

て
も
世
俗
性
原
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
点
は
、
ど
ち
ら
も
変
わ
り
は
な
い
と
い
え
よ
う）

51
（

。

　

こ
れ
ら
の
判
決

―
と
り
わ
け
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
行
政
裁
判
所
の
判
決

―
に
対
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア
で
も
学
説
は
総
じ
て
批
判
的

で
あ
る
。州
行
政
裁
判
所
や
国
務
院
の
よ
う
な
世
俗
性
原
理
の
理
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、

こ
こ
で
は
次
の
二
つ
の
指
摘
に
触
れ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
州
行
政
裁
判
所
は
十
字
架
像
と
国
家
の
世
俗
性
原
理
と
の
関
係
を
検
討
す

る
に
当
た
り
、い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
立
ち
入
っ
た
考
察
を
し
て
い
る
が
、そ
う
し
た
考
察
を
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
適
切
だ
っ
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た
の
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

52
（

。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
神
学
的
な
考
察
は
「
世
俗
裁
判
官
の
権
限
に
属
し
な
い
領
域
へ
の
明
白
な
干
渉
」）

53
（

に
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
裁
判
所
と
し
て
は
こ
れ
を
差
し
控
え
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　

第
二
に
、キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
国
家
の
世
俗
性
原
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
州
行
政
裁
判
所
が
説
く
と
こ
ろ
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
も
、

問
題
で
あ
る
。
州
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
異
端
審
問
や
十
字
軍
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
い
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
過
去
に
つ
い
て
、
そ

の
分
析
と
は
正
反
対
の
結
論
に
至
り
う
る
事
実
を
「
些
細
な
出
来
事
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
お
り）

54
（

、「
キ
リ
ス
ト
教
史
の
き
わ
め

て
偏
っ
た
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
」
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

55
（

。

　

と
も
あ
れ
、
確
か
な
の
は
、「
十
字
架
像
は
イ
タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理
の
象
徴
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
務
院
は
、〔
国

家
の
世
俗
性
原
理
の
〕
新
た
な
見
方
に
道
を
開
い
た
」）

56
（

こ
と
で
あ
る
。
で
は
、「
イ
タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理
（laicità all’italiana

）」
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
考
察
に
進
む
前
に
、
本
件
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
た
の
か
を
み
て
お
こ

う
。

Ⅲ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
よ
る
判
断

　

⑴　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
第
二
裁
判
部
判
決

　

本
件
は
、
国
務
院
の
判
決
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
国
内
で
の
手
続
が
尽
く
さ
れ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
舞
台
を
移
し
て

争
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
原
告
は
、
今
度
は
、
教
室
に
お
け
る
十
字
架
像
の
設
置
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
九
条
（
思
想
、
良
心

及
び
信
教
の
自
由
）
及
び
第
一
議
定
書
第
二
条
（
自
己
の
宗
教
的
・
哲
学
的
信
念
に
合
致
す
る
教
育
を
行
う
両
親
の
権
利
）
で
保
障
さ

れ
た
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
訴
え
に
関
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
二
〇
〇
九
年
一
一
月
三
日
第
二
裁
判
部
判
決）

57
（

は
、
申
立
人
の
主
張
を
認
め
る
判
断
を

下
し
た
。
同
裁
判
部
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
権
裁
判
所
判
例
を
参
照
し
、
教
育
に
お
け
る
多
元
性
が
「
民
主
社
会
」
の
維
持
に
と
っ
て
本
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質
的
で
あ
る
こ
と
、
学
校
の
環
境
は
生
徒
の
社
会
的
背
景
・
宗
教
的
信
念
・
民
族
的
出
自
に
か
か
わ
り
な
く
開
放
的
か
つ
非
排
他
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、学
校
は
宣
教
活
動
・
布
教
の
場
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
ま
れ
る
情
報
・

知
識
は
客
観
的
・
批
判
的
・
多
元
的
な
方
法
で
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
い
っ
た
一
般
的
諸
原
理
を
確
認
し
た
う
え
で
、

次
の
よ
う
に
説
く
。

　

同
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
十
字
架
像
は
際
立
っ
て
宗
教
的
な
象
徴
で
あ
り
、「
他
の
宗
教
を
信
仰
す
る
生
徒
や
宗
教
を
信
じ
な
い
生
徒
に

と
っ
て
は
心
を
乱
す
も
の
で
…
…
、
こ
の
危
険
は
、
宗
教
的
少
数
派
に
属
す
る
生
徒
の
間
で
特
に
大
き
い
」。
そ
し
て
、
同
裁
判
部
は
、

十
字
架
像
は
世
俗
的
な
諸
価
値
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
イ
タ
リ
ア
政
府
の
主
張
に
対
し
て
は
、「
な
ぜ
、
…
…
そ
の
設
置
が
言
葉
の

条
約
上
の
意
味
で
の
『
民
主
社
会
』
の
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
な
教
育
上
の
多
元
性
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
理
解
で
き
な
い
」

と
こ
れ
を
一
蹴
し
て
、
申
立
人
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　

こ
の
判
決
は
、
イ
タ
リ
ア
国
民
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
強
い
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。
時
の
公
教
育
大
臣
に
よ
っ
て
、「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
動
機
付
け
ら
れ
た
人
権
裁
判
所
で
あ
っ
て
も
、
我
わ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
発
言
が
公

然
と
な
さ
れ
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
報
道
官
も
、「
十
字
架
像
は
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
と
文
化
に
お
け
る
宗
教
的
価
値
の
重
要
性
を
示
す
基
本
的

標
章
で
あ
っ
て
、
…
…
排
除
の
象
徴
で
は
な
い
」
と
い
う
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
表
明
し
て
い
る）

58
（

。

　

⑵　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
大
裁
判
部
判
決

　

こ
れ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
二
〇
一
一
年
三
月
一
八
日
大
裁
判
部
判
決）

59
（

は
、「
評
価
の
余
地
」
理
論
に
大
き
く
依
拠
し

て
、
第
二
裁
判
部
判
決
を
覆
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
締
結
国
が
教
育
に
関
し
て
帯
び
る
任
務
の
行
使
と
、
そ
の
教
育
が
両
親
の
宗
教
的
・

哲
学
的
信
念
に
一
致
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う
両
親
の
権
利
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
に
際
し
て
、
締
結
国
が
評
価
の
余

地
を
享
受
す
る
と
い
う
事
実
は
残
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学
校
環
境
の
組
織
並
び
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
設
定
及
び
計
画
に
も
及
ぶ
…
…
。
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そ
れ
ゆ
え
、
当
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
、
宗
教
に
与
え
ら
れ
る
地
位
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
締
結
国
の
決
定
を
、
そ
れ

ら
が
一
種
の
教
化
に
至
ら
な
い
限
り
、
尊
重
す
る
義
務
を
負
う
。
当
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
、
公
立
学
校
の
教
室
に
十
字
架
像
を

設
置
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
決
定
は
原
則
と
し
て
被
申
立
国
の
評
価
の
余
地
の
範
囲
内
の
事
項
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
さ
ら
に
、
公
立

学
校
に
お
け
る
宗
教
的
象
徴
の
設
置
の
問
題
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

有
利
に
働
く
」、
と
。

　

そ
の
う
え
で
、
大
裁
判
部
は
、
十
字
架
像
は
消
極
的
な
象
徴
に
す
ぎ
ず
、
宗
教
の
授
業
や
宗
教
活
動
へ
の
参
加
の
よ
う
な
積
極
的
な

教
化
作
用
を
有
し
な
い
こ
と
、
イ
タ
リ
ア
の
学
校
に
お
い
て
は
他
の
宗
教
的
標
章
（
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
な
ど
）
も
許
容

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
十
字
架
像
の
設
置
は
人
権
条
約
第
一
付
属
議
定
書
第
二
条
が
禁
ず
る
「
教
化
」
に
は
当
た
ら
な
い
と

判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
第
二
裁
判
部
と
大
裁
判
部
と
で
判
断
が
分
か
れ
た
の
は
、
端
的
に
政
治
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る

が
）
60
（

、
大
裁
判
部
判
決
が
「
評
価
の
余
地
」
理
論
に
依
拠
し
て
締
結
国
の
判
断
を
尊
重
し
た
こ
と
に
は
、
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
締
結
国
は
、国
教
制
を
採
る
国
か
ら
政
教
分
離
制
を
採
る
国
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
は
、
信
教
の
自
由
の
保
障
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
明
確
に
定
め
て
い
る
も
の
の
、
政
教
関
係
に
つ
い
て
は
特
定
の
形
態
を
指

示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

61
（

。
学
校
と
い
う
公
的
空
間
に
お
い
て
宗
教
（
あ
る
い
は
宗
教
的
象
徴
）
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を

認
め
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
締
結
国
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
以
上
、
こ
れ
が
「
評
価
の
余
地
」
の
範
囲
内
の
問
題
で
あ
る
と
さ

れ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
三
章　

動
揺
す
る
イ
タ
リ
ア
宗
教
法

Ⅰ　

市
民
宗
教
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教

　

さ
て
、
再
び
イ
タ
リ
ア
国
内
に
話
を
戻
す
と
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
の
国
務
院
判
決
に
み
ら
れ
る
新
た
な
世
俗
性
原
理
の
捉
え
方
、
あ
る

い
は
、
イ
タ
リ
ア
社
会
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
現
在
占
め
て
い
る
地
位
を
、
宗
教
社
会
学
の
分
野
に
い
う
「
市
民
宗
教
（civil religion

）」

の
観
念
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
論
考
が
み
ら
れ
る
。そ
の
よ
う
な
論
考
の
一
つ
と
し
て
、ミ
ラ
ノ
大
学
の
シ
ル
ヴ
ィ
オ
・
フ
ェ
ッ

ラ
ー
リ
教
授
の
所
説
に
注
目
し
た
い
。

　

「
市
民
宗
教
」
と
い
う
表
現
は
、
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
い
ら
れ
、
必
ず
し
も
特
定
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
で
説
か
れ）

62
（

、
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
再
び
関
心
を
集
め
て
き

た
「
市
民
宗
教
」
と
い
う
の
は
、「
凝
集
力
の
あ
る
集
団
を
創
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
諸
価
値
の
核
心
の
探
求
」
と
関
係
し
て
お
り
、
ご

く
大
ま
か
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
特
定
の
宗
教
・
教
義
と
い
う
よ
り
は
、「
あ
る
国
の
精
神
的
な
ま
と
ま
り
と
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
築

く
こ
と
の
で
き
る
諸
価
値
、
象
徴
、
儀
式
を
提
供
」
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る）

63
（

。

　

「
市
民
宗
教
」
が
、
あ
る
国
の
統
合
を
も
た
ら
す
諸
原
理
及
び
諸
価
値
、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
観
念
が
ア
メ
リ
カ
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
み
れ
ば
明

ら
か
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
注
目
を
集
め
た
一
九
六
〇
年
代
は
、
公
民
権
運
動
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
っ
て

従
来
の
価
値
観
が
揺
ら
い
だ
時
期
と
重
な
っ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
は
、
ア
ジ
ア
や
ア

フ
リ
カ
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
各
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る）

64
（

。

　

さ
て
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
教
授
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
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に
な
っ
た
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
わ
た
る
宗
教
事
情
の
変
化
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
宗
教
的
多
元
性
の

増
大
で
あ
り
、
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教
の
復
権
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
イ
タ
リ
ア
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
以
前
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ほ
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
や
ユ
ダ
ヤ
教
な
ど
も

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
共
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア

か
ら
の
移
民
の
増
加
に
伴
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
起
源
の
宗
教
な
ど
も
も
た
ら
さ
れ
、
宗
教
的
多
元
性
が
一
層
増
大
し
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

65
（

。

　

さ
ら
に
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
が
も
た
ら
し
た
宗
教
的
多
元
性
は
、
同
時
に
文
化
的
・
倫
理
的
多
元
性
で
も
あ
る
と
い

う
点
で
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
宗
教
的
多
元
性
と
は
質
的
に
も
異
な
る
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
移
民
は
、
単
に
信
じ
て
い
る
宗

教
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
移
民
は
、
政
治
的
関
係

―
例
え
ば
、
国
家
や
法
と
宗
教
と
の
関
係

―
に
つ
い
て
の
考
え
方
、

家
族
関
係

―
例
え
ば
、
家
族
に
お
け
る
女
性
の
地
位

―
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
も
っ
と
平
凡
な
レ
ベ
ル
で
は
、
服
を
着
た
り
食

事
を
し
た
り
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
共
有
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
方
法
を
有
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
今
日
で
は
、
単
な
る
宗
教
的
な
多
元
性
だ
け
で
は
な
く
、「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
信
念
、
価
値
、
振
る
舞
い
」
の
多
元
性
、

つ
ま
り
文
化
的
・
倫
理
的
な
多
元
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

66
（

。

　

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
宗
教
的
多
元
性
と
倫
理
的
・
文
化
的
多
元
性
と
が
結
び
つ
い
た
結
果
、
公
的
空
間
に
お
い
て
宗
教
の
復
権

が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

67
（

。
従
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
宗
教
は
私
事
で
あ
り
、
あ
る
宗
教
を
信
じ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
自
宅
や
教
会
で
礼
拝
を
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
を
公
の
場
で
誇
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

今
日
、「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
信
念
、
価
値
、
振
る
舞
い
」
に
か
か
わ
る
個
人
の
選
択
は
、
宗
教
上
の
選
択
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
ま

た
は
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
が
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
の
問
題
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム

女
性
の
ス
カ
ー
フ
は
、
今
や
、
単
な
る
民
族
衣
装
で
は
な
く
信
仰
の
表
明
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
化
的
な
選
択
の
問
題
で
は
な
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く
宗
教
上
の
選
択
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
は
宗
教
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
今
で
は
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
公
的
空
間
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
イ
ス
ラ
ム
移
民
に
限
ら
れ
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
に
も
ま
た
、
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

か
つ
て
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
国
の
政
策
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
政
治
に
関
心
の
あ
る
一
般
市

民
が
行
っ
た
政
治
上
の
選
択
の
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
人
工
授
精
に
関
す
る
国
民
投
票
や
事
実
婚
カ
ッ
プ
ル

の
諸
権
利
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
司
教
が
政
治
的
発
言
を
す
る
の
を
た
め
ら
わ
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
治
上
の

選
択
と
宗
教
上
の
選
択
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

68
（

。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
市
民
宗
教
論
が
再
び
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
宗
教
的
・
文
化
的
・
倫
理
的

な
多
元
性
の
増
大
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
各
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
帰
属
意
識
や
連
帯
感
を
育
む

「
共
通
の
物
語
」
が
模
索
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
再
び
社
会
に
統
合
を
も
た
ら
す
た
め
の
解
決
策
は
、
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
自
由
や
平
等
、

寛
容
と
い
っ
た
普
遍
的
・
抽
象
的
価
値
、
す
な
わ
ち
「
共
和
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
表
す
も
の
と
し
て
、「
ラ
イ
シ
テ
」（
世
俗

性
）
が
市
民
宗
教
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
社
会
の
構
成
員
に
は
こ
の
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
市
民
宗
教
を
受
け
入
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
言
わ
れ
る）

69
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
で
は
む
し
ろ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
市
民
宗
教
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
最
も

よ
く
表
し
て
い
る
の
が
教
室
の
十
字
架
像
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
教
授
の
分
析
で
あ
る
。

　

先
の
二
〇
〇
六
年
の
国
務
院
判
決
に
つ
い
て
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
教
授
は
、
次
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
い
る
。「
国
務
院
の
判
決
を
首
尾

一
貫
し
な
い
逆
説
的
な
説
示
を
し
た
も
の
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の

み
が
イ
タ
リ
ア
の
市
民
宗
教
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
社
会
の
つ
な
が
り
を
創
設
す
る
一
連
の
基
本
的
諸
原
理
と
諸
価
値
を
提
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供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
念
を
、
法
律
用
語
を
用
い
て
言
い
表
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
観
念
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
階

層
組
織
、
連
立
与
党
及
び
世
論
の
大
部
分
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」、
と）

70
（

。

　

つ
ま
り
、
国
務
院
が
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
で
言
お
う
と
し
た
の
は
、
憲
法
が
保
障
し
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
、
寛
容
、
相
互
尊
重
、
人

間
の
尊
厳
、
人
間
の
諸
権
利
・
諸
自
由
、
平
等
、
連
帯
と
い
っ
た
諸
価
値
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
仏
教
で

も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
な
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
イ
タ
リ
ア
社
会
の
基
礎
と
な
る
市
民
宗
教
と
い
う
側
面
を
有
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
教
授
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
市
民
宗
教
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外

の
宗
教
共
同
体
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
提
供
す
る
諸
価
値
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
イ
タ
リ
ア
社
会
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
）
71
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
宗
教
的
多
元
性
は
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
文
化
的
・
倫
理
的
な
範
囲
」
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

72
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
現
状
分
析
は
、
こ
れ
を
よ
し
と
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く

―
フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
教
授
も
、
決
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
市

民
宗
教
論
を
無
条
件
に
是
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

―
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
決
し
て
特
異
な
見
解
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
イ
タ
リ

ア
で
は
国
家
の
統
一
に
際
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
以
外
に
国
民
の
統
合
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
イ
タ
リ
ア
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
先
の
国
務
院
判
決
は
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
と
分
析
す
る
見
解）

73
（

や
、
こ
の
国
務
院
判
決
を
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
や
社
会
統
合
に
お
け
る
宗
教
の

役
割
に
関
す
る
議
論
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
見
解）

74
（

は
い
ず
れ
も
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
教
授
の
分
析
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
宗
教
論
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
短
期
的
に
は
、
社
会
統
合
の
方
法
と
し
て
一
定
の
成
功
を

収
め
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
公
立
学
校
で
は
、
希
望
者
に
対
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教

の
宗
教
の
授
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が）

75
（

、
そ
の
宗
教
の
授
業
を
選
択
す
る
児
童
・
生
徒
の
中
に
は
、
無
宗
教
者
や
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
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子
ど
も
を
含
む
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
外
国
人
も
含
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る）

76
（

。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
宗
教
の
授
業
が

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
子
ど
も
に
教
え
込
む
授
業
と
い
う
よ
り
は
、
イ
タ
リ
ア
社
会
の
基
本
的
な
価
値
観
を
教
え
る
授
業
と
し
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
派
に
所
属
す
る
者
や
無
宗
教
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
市
民
宗
教
と
取
り
扱
わ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
他
の
宗
教
の
信
者
が
抑
圧
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
他
の
宗
教
に
保
護
の
傘
を
提
供
し
て
い
る
側
面
す
ら
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

77
（

。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教

徒
の
宗
教
的
衣
服
の
着
用
に
関
し
て
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
女
性
の
ス
カ
ー
フ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
同

じ
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
イ
ス
ラ
ム
女
性
の
ス
カ
ー
フ
に
対
す
る
拒
否
反
応
は
強
く
な
い
と
言
わ
れ
る）

78
（

。

　

さ
て
、
先
に
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
の
国
務
院
判
決
は
、
新
た
な
世
俗
性
原
理
の
捉
え
方
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と

述
べ
た
。
国
務
院
に
よ
る
こ
の
新
た
な
世
俗
性
原
理
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
こ
そ
が
イ
タ
リ
ア
の
市
民
宗
教
で
あ
る
と
い
う
観
念
と
結
び

つ
い
て
お
り
、
こ
の
点
こ
そ
が
、
従
来
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
世
俗
性
原
理
と
の
違
い
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
で
は
、
そ
れ
ま
で
世
俗
性
原
理
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅱ　

イ
タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理

　

⑴　

憲
法
裁
判
所
判
例
の
展
開

　
　

イ　

憲
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
一
〇
月
一
八
日
判
決
第
四
四
〇
号

　

イ
タ
リ
ア
で
は
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
戦
わ
さ
れ
て
い
る
間
も
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
そ
れ
自
体
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
世
俗
性
原
理
の
真
の
意
味
は
何
か
で
あ
り）

79
（

、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
が
説
く
よ
う
な

「
健
全
な
世
俗
性
（sana laicità

）」）
80
（

こ
そ
が
世
俗
性
原
理
の
正
し
い
解
釈
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
モ
ン
タ
ニ
ャ
ー
ナ
事
件
に
お
け
る
破

毀
院
の
捉
え
方
こ
そ
が
正
し
い
解
釈
な
の
か
が
争
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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憲
法
裁
判
所
が
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
憲
法
原
理
と
し
て
打
ち
出
し
た
当
初
、
そ
の
内
容
は
ご
く
控
え
目
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
実
際
、
憲
法
裁
判
所
一
九
八
九
年
判
決
第
二
〇
三
号
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
任
意
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教

教
育
の
実
施
を
合
憲
と
判
断
し
た
判
決

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
い
う
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
、「
宗
教
に
関
し
て
無
関
心
で
懐
疑
的

な
一
九
世
紀
の
自
由
主
義
的
伝
統
の
世
俗
的
国
家
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
、
む
し
ろ
、
憲
法
裁
判
所
は
「
フ
ラ
ン
ス
的
な
世

俗
性
の
解
釈
を
是
認
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
、
非
常
に
注
意
」
し
て
い
た
と
評
さ
れ
る）

81
（

。
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
公
立
学

校
に
お
け
る
任
意
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
教
育
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
、
憲
法
裁
判
所
一
九
九
一
年
一
月
一
四
日
判
決
第
一
三
号）

82
（

に
お

い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
や
が
て
、
憲
法
裁
判
所
は
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
関
し
て
新
た
な
判
例
理
論
を
展
開
し
始
め
る
。
憲
法
裁
判
所
一
九
九

五
年
一
〇
月
一
八
日
判
決
第
四
四
〇
号）

83
（

は
、「
罵
詈
雑
言
又
は
侮
辱
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
神
又
は
国
の
宗
教
に
お
い
て
崇
拝
さ
れ
て
い

る
象
徴
若
し
く
は
人
を
公
然
と
冒
瀆
す
る
者
」）

84
（

に
対
し
て
過
料
を
科
す
旨
を
定
め
る
刑
法
典
第
七
二
四
条
一
項
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た

事
例
で
あ
る
。

　

本
件
で
、
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
刑
法
典
の
規
定
も
市
民
の
自
由
と
平
等
と
い
う
憲
法
原
理
及
び
国
家
の
世
俗
性
と
い
う
憲
法
原
理

に
照
ら
し
て
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
き）

85
（

、
従
来
こ
の
規
定
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
イ
タ
リ
ア
市
民
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
信
仰
す
る

宗
教
で
あ
る
こ
と
や）

86
（

、イ
タ
リ
ア
国
民
の
大
部
分
の
宗
教
的
感
情
の
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と）

87
（

を
根
拠
に
正
当
化
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
の
規
定
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
み
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
「
イ
タ
リ
ア
市
民
の
『
ほ
と
ん
ど
全
て
』
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に

所
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、『
イ
タ
リ
ア
国
民
の
大
部
分
』
の
宗
教
的
感
情
を
保
護
す
る
必
要
に
よ
っ
て
も
、
正
当
化
し
続
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て）

88
（

、
こ
の
規
定
の
う
ち
、
宗
教
的
感
情
の
刑
事
上
の
保
護
に
関
し
宗
派
に
基
づ
く
取
扱
い
の
差
異
を
設
け
て

い
る
、「
国
の
宗
教
に
お
い
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
象
徴
若
し
く
は
人
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
宗
教
に
よ
る
差
別
の
な
い
法
律
の
前
の

平
等
（
憲
法
第
三
条
）
及
び
す
べ
て
の
宗
派
の
平
等
な
自
由
（
第
八
条
一
項
）
に
反
し
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た）

89
（

。
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ロ　

憲
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
七
月
一
五
日
判
決
第
二
三
五
号

　

ま
た
、
憲
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
七
月
一
五
日
判
決
第
二
三
五
号）

90
（

は
、
一
九
七
七
年
一
二
月
一
六
日
法
律
第
九
〇
四
号
第
八
条
三
項

及
び
一
九
八
五
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
二
二
二
号
第
四
五
条
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
要
す
る
に
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
禄
・
聖
職
者
扶
持
機
構）

91
（

に
属
す
る
不
動
産
に
つ
い
て
、
当
該
不
動
産
が
団
体
の
設
立
目
的
の
た
め
に
直
接
用
い
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
市
町
村
不
動
産
増
価
税）

92
（

を
免
除
す
る
旨
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以

外
の
宗
派
の
団
体
（
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
団
体
で
あ
っ
た
）
に
属
す
る
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
団
体
の
設
立
目
的

の
た
め
に
直
接
用
い
ら
れ
る
限
り
で
不
動
産
増
価
税
を
免
除
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
一
九
七
二
年
一
〇
月
二
六
日
共
和
国
大
統
領

令
第
六
四
三
号
第
二
五
条
）
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
扱
い
の
不
平
等
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
件
で
、
憲
法
裁
判
所
は
、
聖
職
者

扶
持
機
構
と
ユ
ダ
ヤ
教
共
同
体
と
の
間
の
性
格
の
違
い
を
指
摘
し
て
、
本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
税
制
上
の
取
扱
い
の
違
い
を
合
憲
と
結

論
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
一
般
論
と
し
て
「
す
べ
て
の
〔
宗
派
〕
に
対
す
る
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
（neutralità 

in 
m
ateria 

religiosa

）
を
尊
重
」
す
べ
き
旨
を
説
い
て
お
り
、
こ
こ
で
、「
世
俗
性
」
と
い
う
語
に
代
え
て
「
中
立
性
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　
　

ハ　

憲
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
一
一
月
一
四
日
判
決
第
三
二
九
号

　

さ
ら
に
、
憲
法
裁
判
所
一
九
九
七
年
一
一
月
一
四
日
判
決
第
三
二
九
号）

93
（

は
、「
礼
拝
の
場
所
又
は
公
の
場
所
若
し
く
は
公
開
の
場
所
に

お
い
て
、
礼
拝
の
対
象
と
な
る
物
若
し
く
は
礼
拝
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
物
又
は
礼
拝
の
実
践
に
必
要
と
さ
れ
る
物
を
侮
辱
す
る
こ
と

に
よ
り
、
国
の
宗
教
を
冒
瀆
し
た
者
」
を
一
年
以
上
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
も
の
と
定
め
て
い
た
刑
法
典
第
四
〇
四
条
の
合
憲
性
が

争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。「
国
の
宗
教
」
以
外
の
宗
教
に
つ
い
て
も
、
同
条
に
定
め
る
行
為
に
よ
っ
て
「
国
家
に
お
い
て
認
容
さ
れ
た
宗

派
（culto am

m
esso nello Stato

）」）
94
（

を
冒
瀆
す
る
行
為
が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
た
が
（
第
四
〇
六
条
）、
そ
の
刑
罰
が
減
軽
さ
れ
る
も
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の
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
国
の
宗
教
」
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
法
定
刑
に
差
が
生
じ
て
い
た
。

　

本
件
で
も
、
憲
法
裁
判
所
は
、
先
の
憲
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
判
決
第
四
四
〇
号
の
論
理
を
繰
り
返
し
て
、
宗
教
的
感
情
を
刑
法
上

保
護
す
る
に
際
し
宗
派
に
よ
っ
て
法
定
刑
に
差
を
設
け
る
こ
と
は
憲
法
第
三
条
に
反
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
国
家
の

世
俗
性
原
理
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
本
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
法
定
刑
の
差
異
は
、「
当
裁

判
所
…
…
が
何
度
も
確
認
し
て
き
た
国
家
の
世
俗
性
又
は
非
宗
派
性
（non-confessionalità

）
の
原
理
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原

理
は
、
憲
法
が
こ
の
問
題
に
充
て
て
い
る
諸
規
定
か
ら
推
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
的
経
験
に
対
す
る
冷
淡
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
す
べ
て
の
宗
派
に
関
す
る
立
法
の
等
距
離
性
（equidistanza

）
及
び
公
平
性
（im

parzialità

）
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」、

と
。

　
　

ニ　

憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
〇
日
判
決
第
五
〇
八
号

　

最
後
に
、
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
〇
日
判
決
第
五
〇
八
号）

95
（

に
お
い
て
、「
国
の
宗
教
を
公
然
と
侮
辱
し
た
者
」
を
処

罰
す
る
刑
法
典
第
四
〇
二
条
に
つ
い
て
も
、
違
憲
と
判
断
し
た）

96
（

。
こ
こ
で
も
、
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
五
年
判
決
第
四
四
〇
号
を
引

用
し
つ
つ
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
つ
い
て
、「
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
典
の
諸
規
範
の
体
系
か
ら
導
き
出
し
た
世
俗
性
原
理
は
、『
最
高

原
理
』
に
位
置
付
け
ら
れ
る
原
理
の
一
つ
で
あ
り
、
等
距
離
性
と
公
平
性
と
い
う
立
場
は
こ
の
原
理
の
反
映
で
あ
る
。
こ
の
世
俗
性
原

理
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
形
態
は
多
元
主
義
的
な
方
向
に
性
格
づ
け
ら
れ
、
異
な
る
信
仰
、
文
化
及
び
伝
統
が
等
し
く
自
由
に
共
生
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
、
世
俗
性
原
理
に
関
連
し
て
、「
中
立
性
」、「
等
距
離
性
」、「
公

平
性
」
と
い
っ
た
概
念
を
新
た
に
打
ち
出
し
た
。
憲
法
裁
判
所
が
こ
れ
に
よ
っ
て
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
学
説
上
、「
こ

れ
ら
の
概
念
が
教
会
と
国
家
と
の
間
の
距
離
を
離
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
中
立
性
と
公
平
性
は
、
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単
に
平
等
原
理
を
表
現
す
る
も
の
で
も
、
以
前
の
憲
法
裁
判
所
の
傾
向
に
み
ら
れ
た
世
俗
性
の
定
義
を
十
分
に
反
映
し
た
も
の
で
も
な

い
。
中
立
性
原
理
は
、
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
実
体
と
捉
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
モ
デ
ル
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
憲
法
裁
判
所
は
明

ら
か
に
こ
の
意
味
で
中
立
性
原
理
を
用
い
て
い
る
」
と
い
う
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る）

97
（

。

　

こ
の
よ
う
に
憲
法
裁
判
所
の
世
俗
性
原
理
の
捉
え
方
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
世
俗
性
原
理
に
接
近
し

つ
つ
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
モ
ン
タ
ニ
ャ
ー
ナ
事
件
に
関
す
る
破
毀
院
判
決
及
び
オ
フ
ェ
ー
ナ
事
件

に
関
す
る
モ
ン
タ
ナ
ー
ロ
決
定
に
お
け
る
国
家
の
世
俗
性
原
理
の
解
釈
は
、実
は
、憲
法
裁
判
所
の
世
俗
性
原
理
の
理
解
に
忠
実
に
従
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る）

98
（

。

　

⑵　

イ
タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理
の
行
方

　

こ
れ
に
対
し
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
の
国
務
院
判
決
は
、
世
俗
性
原
理
の
解
釈
に
「
混
乱
」）

99
（

を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
国
務
院
に

よ
る
世
俗
性
原
理
の
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
憲
法
裁
判
所
判
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
世
俗
性
原
理
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
憲
法
裁
判
所
は
、「
ほ
と
ん
ど
全
て
」
の
イ
タ
リ
ア
国
民
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
で
あ
る
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
特

別
な
優
遇
の
理
由
に
な
り
う
る
こ
と
を
、
ま
さ
し
く
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
根
拠
と
し
て
明
確
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
憲
法
裁
判
所
の
世
俗
性
原
理
の
理
解
を
前
提
と
す
る
限
り
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
イ
タ
リ
ア
」
と
い
う
観
念
を
背
景
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教

こ
そ
が
イ
タ
リ
ア
の
市
民
宗
教
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
と
り
い
れ
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
み
え
る）

100
（

。

　

さ
ら
に
、
世
俗
性
原
理
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
に
せ
よ
、
世
俗
的
領
域
と
宗
教
的
領
域
と
の
区
別
が
こ
の
原
理
の
「
前
提
で
あ
り
、

最
初
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
」
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
は
ず
な
の
に）

101
（

、
国
務
院
判
決
に
よ
る
「
曖
昧
な
」
世
俗
性
原
理
は
こ
の
二
つ

の
領
域
の
区
別
を
不
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
実
際
、
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官

―
し
か
も
、
上
記
の
一
九
九
〇
年
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代
後
半
か
ら
の
一
連
の
裁
判
に
お
け
る
報
告
担
当
裁
判
官）

102
（

―
を
務
め
た
グ
ス
タ
ー
ヴ
ォ
・
ザ
グ
レ
ベ
ル
ス
キ
ー
教
授
は
、国
務
院
判

決
が
行
っ
た
の
は
要
す
る
に
「『
歴
史
的
な
国
民
的
宗
教
』
を
…
…
市
民
の
ま
と
ま
り
を
も
た
ら
す
要
素
と
し
て
承
認
」
し
「『
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
宗
教
』
を
特
別
に
優
遇
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
公
権
力
の
政
治
的
な
力
を
下
支
え
す
る
た
め
に
宗
教
の
倫
理

的
な
力
を
用
い
る
…
…
、
宗
教
と
公
権
力
と
の
間
の
同
盟
」
の
提
案
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
あ
ら
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
憲
主
義
国
家
の
判
例

で
確
認
さ
れ
た
諸
原
理
」
に
反
す
る
と
い
う
し
か
な
い
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る）

103
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
学
説
は
、
国
務
院
判
決
が
行
っ
た
世
俗
性
原
理
の
解
釈
に
対
し
て
は
総
じ
て
批
判
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
否
定
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
は
、
第
一
に
、
イ
タ
リ
ア
の
学
説
上
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
フ
ラ
ン
ス
型
の
世
俗
性
原
理
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
（
異
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
）
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
で
は
一
致
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

一
般
に
、イ
タ
リ
ア
型
の
世
俗
性
原
理
は
、フ
ラ
ン
ス
型
の
世
俗
性
原
理

―
「
消
極
的
な
世
俗
性
（laicità negativa

）原
理
」

―

と
区
別
し
て
、「
積
極
的
な
世
俗
性
（laicità positiva

）
の
原
理
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
・
協
定
宗
派

と
の
間
で
協
定
が
結
ば
れ
る
と
い
う
制
度
（
第
七
条
二
項
及
び
第
八
条
三
項
）
を
有
す
る
イ
タ
リ
ア
憲
法
特
有
の
問
題
は
別
に
し
て
も）

104
（

、

イ
タ
リ
ア
憲
法
上
の
世
俗
性
原
理
は
、
決
し
て
宗
教
を
敵
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
宗
教
が
社
会
的
な
も
の
で
も
あ
る
こ
と

の
承
認
を
前
提
に
、
宗
教
に
対
し
て
国
家
が
一
定
の
保
護
を
提
供
す
る
こ
と
及
び
国
家
が
諸
宗
派
と
協
働
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

105
（

。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
憲
法
裁
判
所
も
ま
た
、「
世
俗
性
原
理
は
、
諸
宗
教
に
対
す
る
国
家
の
冷
淡
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
派

的
及
び
文
化
的
に
多
元
的
な
体
制
に
お
い
て
宗
教
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
国
家
の
保
障
を
意
味
す
る
」（
一
九
八
九
年
判
決
第
二
〇

三
号
）
と
説
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
教
侮
辱
罪
等
を
定
め
る
刑
法
典
の
諸
規
定
を
違
憲
と
判
断
し
た
一
連
の
判
例
に
お
い
て
も
、
国

民
の
宗
教
的
感
情
に
対
し
て
刑
法
上
保
護
を
与
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、

岡　法（62―２) 270

四
六



国
家
の
世
俗
性
原
理
は
、
諸
宗
派
に
対
す
る
公
平
性
・
等
距
離
性
と
い
う
消
極
的
な
側
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
諸
宗
派
に
対
す
る
保
護

の
提
供
と
い
う
積
極
的
側
面
も
も
っ
た
原
理
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

106
（

。

　

第
二
に
、
イ
タ
リ
ア
で
学
校
の
十
字
架
像
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
こ
の
問
題
が
単
独
で
議
論
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、「
公

的
空
間
に
お
い
て
宗
教
的
象
徴
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
否
か
」
と
い
う
大
き
な
問
題
の
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
枠
組
み
の

中
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
学
校
の
十
字
架
像
の
問
題
は
、「
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教

的
象
徴
」
と
い
う
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教
的
衣
服
の
着
用
の
禁
止
の
問
題
と
表
裏
一
体
を
な
す
問
題
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
結
果
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
消
極
的
な
世
俗
性
原
理
は
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教
的
衣
服
の
着
用
の
禁
止
と
い
う

宗
教
的
自
由
に
と
っ
て
「
受
け
入
れ
が
た
い
帰
結
」）

107
（

を
も
た
ら
す
原
理
と
し
て
忌
避
さ
れ
、
積
極
的
な
世
俗
性
原
理
に
軍
配
が
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
公
的
な
場
所
に
お
い
て
無
神
論
的
な
見
方
を
強
制
し
、
社
会
的
、
文
化
的
及
び
宗
教
的
な
多
元
性
を
目

に
見
え
な
く
す
る
」
フ
ラ
ン
ス
型
世
俗
性
原
理
と
は
異
な
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理
は
、
国
家
に
対
し
「
公
の
場
に
お
い
て
宗

教
的
多
元
性
の
存
在
を
不
明
確
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
宗
教
的
多
元
性
を
保
護
し
促
進
」
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る）

108
（

。
積
極
的
な
世
俗
性
原
理
は
、「
公
の
場
に
お
い
て
も
信
仰
告
白
の
実
効
的
実
践
を
保
護
す
る
」）

109
（

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
教
室
の
十
字
架
像
も
、
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教
的
衣
服
と
同
様
に
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
第
二
裁
判
部
判
決
が
イ
タ
リ
ア
国
民
の
強
い
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
こ

と
に
触
れ
た
。
従
来
、
人
権
裁
判
所
の
判
例
に
は
、
公
的
空
間
か
ら
宗
教
を
排
除
す
る
消
極
的
な
世
俗
性
原
理
を
と
る
傾
向
が
あ
っ
た

と
言
わ
れ）

110
（

、
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
の
第
二
裁
判
部
判
決
も
、
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
二
裁
判
部
判

決
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
反
発
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
感
情
的
な
反
発
だ
け
で
な
く
、
消
極
的
世
俗

性
原
理
の
押
し
付
け
に
対
す
る
拒
否
反
応
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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結
局
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
学
・
宗
教
法
学
が
目
指
し
て
き
た
の
は
、
教
室
へ
の
十
字
架
像
の
設
置
を
義
務
づ
け
る
国
教
制
な
い
し
新
国

家
告
白
主
義
で
も
、
そ
の
設
置
を
禁
止
す
る
フ
ラ
ン
ス
型
の
消
極
的
な
世
俗
性
原
理
で
も
な
い
、
積
極
的
な
世
俗
性
原
理
と
い
う
第
三

の
道
だ
っ
た
の
で
あ
り）

111
（

、
こ
れ
こ
そ
が
イ
タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
イ

タ
リ
ア
型
世
俗
性
原
理
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
具
体
的
な
適
用
場
面
で
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
中
で
出
て
き
た
の
が
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
の
国
務
院
判
決
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
国
務
院
の
世
俗
性
原
理
の
解
釈
は
、
学
説
が
目
指
し
て
き
た
積
極
的
世
俗
性
原
理
の
考
え
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
積
極
的
世
俗
性
原
理
は
、
国
家
が
諸
宗
派
に
対
し
等
し
く
保
護
を
提
供
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
原
理
の
は
ず
で
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
と
い
う
特
定
宗
派
を
特
権
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
原
理
で
は
な
い
。
国
務
院
が
説
く
国
家
の
世
俗
性
原
理
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
こ
そ
が
イ
タ
リ
ア
の
市
民
宗
教
で
あ
る
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
宗
教
論
を
前
提
と
し
て
い
る
が
た
め
に
、
教
室
の
十

字
架
像
は
イ
タ
リ
ア
社
会
の
基
本
的
諸
価
値
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
象
徴
だ
け
を
公
的
空
間
に
設
置
す
る
こ

と
を
正
当
化
す
る
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

イ
タ
リ
ア
宗
教
法
学
の
中
心
的
な
課
題
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
。
古
く
は
、
統
一
イ
タ
リ
ア
国

家
の
成
立
と
教
皇
国
家
の
消
滅
を
前
に
、
世
俗
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
で
い
か
に
相
互
の
自
律
性
・
独
立
性
を
確
保
す
る
か

が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
は
、
教
会
は
国
家
と
並
ぶ
始
源
的
法
秩
序
体
で
あ
る
と
す
る
学
説）

112
（

に
よ
っ
て
解
決
の
方
向
を
与

え
ら
れ
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
及
び
現
行
憲
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
最
終
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
世
俗
化
と
宗
教
的
多
元
化
の
進
展
と
い
う
イ
タ
リ
ア
社
会
の
変
化
を
踏
ま
え
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
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そ
れ
以
外
の
宗
派
と
の
平
等
取
扱
い
の
実
現
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
に
よ
る
国
教
制
の
廃
止
と
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
国

家
の
世
俗
性
原
理
の
確
立
は
、
こ
の
課
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
世
俗
性
原
理
を
支
持
し
て
き
た
イ
タ
リ
ア
憲
法
学
・
宗
教
法
学
は
、
こ
こ
に
き
て
、
新
た
な
難
題
に
直
面

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
多
元
性
の
一
層
の
増
大
と
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教

の
復
権
と
い
う
現
実
を
前
に
、
社
会
の
統
合
の
核
と
な
る
べ
き
イ
タ
リ
ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
何
か
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
こ
れ
を
求
め
る
見
解
が
社
会
一
般
の
支
持
を
集
め
つ
つ
あ
り
、
し
か
も
、
最
高
行
政
裁
判
所
で

あ
る
国
務
院
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
宗
教
論
を
前
提
と
す
る
国
家
の
世
俗
性
原
理
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
学
・
宗
教
法
学
は
総
じ
て
、
従
来
の
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
世
俗
性
原
理
の
解
釈
を
支
持
し
、
国
務

院
が
示
し
た
新
た
な
世
俗
性
原
理
の
理
解
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法

上
の
国
家
の
世
俗
性
原
理
に
何
の
動
揺
も
み
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
宗
教
論
に
よ
る
挑
戦
が
難
題
な
の
は
、
こ
れ
が
イ
タ
リ
ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
の
社
会
も
、
統
合
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
市
民
の
間
で
基
本
的
な
諸
価
値
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
、「
市
民
の
心
を
熱

く
す
る
こ
と
の
で
き
る
何
か
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る）

113
（

。
そ
し
て
、
も
し
イ
タ
リ
ア
に
は
「
も
と
も
と
の
文
化
的
・
宗
教
的

同
質
性
」
以
外
に
求
め
る
べ
き
統
合
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば）

114
（

、
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
宗
教
論
を
斥
け
る
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
他
方
で
、
学
説
が
目
指
し
て
き
た
イ
タ
リ
ア
型
の
積
極
的
な
世
俗
性
原
理
は
、
い
ま
だ
そ
の
具
体
的
な
帰
結
が
必
ず
し

も
明
ら
か
と
は
言
い
が
た
く
、
そ
の
結
果
、
い
つ
で
も
国
務
院
の
よ
う
な
世
俗
性
原
理
の
解
釈
に
傾
く
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
宗
教
論
を
前
提
と
す
る
世
俗
性
原
理
の
解
釈
が
今
後
イ
タ
リ
ア
法
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か

で
は
な
い
。
二
〇
〇
六
年
に
ラ
ウ
ツ
ィ
事
件
の
国
務
院
判
決
が
出
さ
れ
て
か
ら
二
〇
一
二
年
の
現
在
ま
で
、
何
が
国
家
の
世
俗
性
原
理

の
真
の
意
味
か
と
い
う
問
題
に
憲
法
裁
判
所
が
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
判
例
は
存
在
し
な
い）

115
（

。
イ
タ
リ
ア
型
の
国
家
の
世
俗
性
原
理
が
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ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
の
か
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

＊　

欧
文
文
献
の
出
典
表
示
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
言
語
・
出
版
国
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
式
の
表
示
方
法
で
統
一
し
た
。

（
１
）　Sentenza Corte cost. tedesca 16 m

aggio 1995, in BV
erfG

E
, vol. 93, p. 1.

（
２
）　

そ
の
す
べ
て
を
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
例
え
ば
、
石
村
修
「
公
立
学
校
に
お
け
る
磔
刑
像
（
十
字
架
）」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド

イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
五
頁
、
塩
津
徹
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）

五
九
頁
以
下
な
ど
。

（
３
）　

田
近
肇
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
的
地
位

―
そ
の
原
理
的
側
面

―
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
四
号
（
二
〇
〇

五
年
）
八
三
頁
、
一
〇
二
頁
（
以
下
、
田
近
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
的
地
位
」
と
略
す
）。

（
４
）　

カ
ザ
ー
テ
ィ
法
に
つ
い
て
は
、
田
近
肇
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
私
学
教
育
の
自
由
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
六
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）

二
四
九
頁
、
二
五
四
頁
を
参
照
。

（
５
）　

ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
は
、
そ
の
後
、
統
一
イ
タ
リ
ア
王
国
の
憲
法
と
な
り
、
一
九
四
四
年
六
月
二
五
日
国
王
代
行
命
令
第
一
二
五
号
で
廃
棄
さ
れ
る

ま
で
続
い
た
。
井
口
文
男
『
イ
タ
リ
ア
憲
法
史
』（
有
信
堂
、
一
九
九
八
年
）
六
七
頁
以
下
。

（
６
）　Francesco Finocchiaro (a cura di A

ndrea Bettetini &
 Gaetano Lo Castro), D

iritto ecclesiastico, 10
a ed. Zanichelli, 2009, 

p. 20.

（
７
）　Finocchiaro, D

iritto ecclesiastico, op. cit., p. 47. 

こ
の
時
代
の
一
連
の
反
教
権
主
義
的
政
策
に
つ
い
て
は
、
井
口
・
前
掲
書
四
九
頁
以

下
、
同
「
近
代
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
政
教
関
係
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
七
八
頁
、
三
六
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
８
）　M

aria Elisabetta de Franciscis, Italy and the V
atican, Peter Lang, 1989, p. 31.

（
９
）　Finocchiaro, D

iritto ecclesiastico, op. cit., p. 49 ; de Franciscis, op. cit., p. 43 ; John F. Pollard, T
he V

atican and Italian 
fascism

, 1929-32, Cam
bridge U

.P., 1985, p. 21.

（
10
）　A
rturo Carlo Jem

olo, Chiesa e Stato in Italia negli ultim
i cento anni, Giulio Einaudi, 1948, pp. 591-595 ; Pollard, op. cit., 

p. 22. 

ま
た
、
一
九
二
一
年
の
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
綱
領
で
は
、
教
会
が
霊
的
役
務
を
遂
行
す
る
広
範
な
自
由
の
主
張
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
井
口
・

前
掲
書
一
二
七
頁
。

（
11
）　

イ
タ
リ
ア
人
民
党
は
、
一
九
一
九
年
、
聖
職
者
ル
イ
ー
ジ
・
ス
ト
ゥ
ル
ツ
ォ
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
。
同
党
は
、
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で
は

な
く
、「
党
員
が
た
ま
た
ま
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
で
あ
る
政
党
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
明
ら
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
綱
領
を
も
っ
た
政
党
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
政
治
的
影
響
力
は
、
信
徒
が
イ
タ
リ
ア
国
家
の
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
一
八
六
八
年
の
選
挙
参
加
禁
止
令
（non 
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expedit

）
が
一
九
〇
四
年
に
緩
和
さ
れ
て
か
ら
拡
大
を
続
け
て
お
り
、
実
際
、
一
九
一
三
年
の
代
議
院
議
員
総
選
挙
で
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
率
い
る
自
由

主
義
陣
営
の
圧
勝
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
票
で
あ
っ
た
（
井
口
・
前
掲
書
九
九
頁
）。
そ
し
て
、
イ
タ
リ
ア
人
民
党
は
、
一
九
一
九
年

の
総
選
挙
で
は
一
〇
〇
名
の
当
選
者
を
出
し
、
代
議
院
で
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
っ
て
い
た
。

（
12
）　Pollard, op. cit., pp. 15 &

 21.
（
13
）　

ラ
テ
ラ
ノ
協
定
（Patti lateranensi

）
は
、「
聖
座
と
イ
タ
リ
ア
と
の
間
の
一
九
二
九
年
二
月
一
一
日
政
教
条
約
」（
ラ
テ
ラ
ノ
条
約
（T

rattato 
lateranense

））、「
聖
座
と
イ
タ
リ
ア
と
の
間
の
一
九
二
九
年
二
月
一
一
日
政
教
協
約
」（
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
（Concordato lateranense

））、
財
務

協
定
（Convenzione finanziaria

）
の
三
つ
の
取
極
め
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
、
ラ
テ
ラ
ノ
条
約
の
邦
訳
は
、
文
化
庁
編
『
海
外
の
宗
教
事
情
に

関
す
る
調
査
報
告
書
資
料
編
４　

イ
タ
リ
ア
宗
教
関
係
法
令
集
』（
二
〇
一
〇
年
）
八
頁
（
井
口
文
男
・
田
近
肇
訳
）（
以
下
、
文
化
庁
編
『
宗
教
関

係
法
令
集
』
と
略
す
。
な
お
、
こ
の
資
料
は
、
文
化
庁
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.bunka.go.jp/shukyouhoujin/kaigai.htm

l

）
に
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
）
を
参
照
。

（
14
）　

田
近
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
的
地
位
」
八
三
頁
を
参
照
。

（
15
）　Jem

olo, op. cit., p. 613.

（
16
）　V

edi Luciano Zannotti, Il crocifisso nelle aule scolastiche, in D
ir. eccl., 1990, I, p. 325.

（
17
）　

た
だ
し
、
現
行
憲
法
下
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
時
代
の
多
く
の
少
数
宗
派
抑
圧
立
法
が
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

期
の
非
寛
容
型
国
教
制
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
田
近
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
的
地
位
」
八
九
頁
を
参
照
。

（
18
）　

同
協
約
の
邦
訳
は
、
文
化
庁
編
『
宗
教
関
係
法
令
集
』
二
六
頁
を
参
照
。

（
19
）　

一
九
八
五
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
二
二
二
号
の
邦
訳
は
、
文
化
庁
編
『
宗
教
関
係
法
令
集
』
四
六
頁
を
参
照
。
財
政
支
援
制
度
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
田
近
肇
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
宗
教
法
二
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
九
頁
、
七
六
頁
（
以
下
、
田
近
「
国
家
と
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
」
と
略
す
。）
及
び
文
化
庁
編
『
海
外
の
宗
教
事
情
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
九
頁
（
井
口
文
男
・
田
近
肇
執

筆
）（
以
下
、
文
化
庁
編
『
調
査
報
告
書
』
と
略
す
。
な
お
、
こ
の
報
告
書
も
文
化
庁
の
上
記
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
を
参
照
。

（
20
）　

田
近
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
的
地
位
」
九
一
頁
、
同
「
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
七
三
頁
及
び
文
化
庁
編
『
調
査
報
告
書
』
一
四
六
頁
以
下

を
参
照
。

（
21
）　

例
え
ば
ワ
ル
ド
ー
派
に
関
し
て
は
、
一
九
八
四
年
八
月
一
一
日
法
律
第
四
四
九
号
第
一
一
条
及
び
一
九
九
三
年
一
〇
月
五
日
法
律
第
四
〇
九
号
第

四
条
を
み
よ
。
こ
れ
ら
の
法
律
の
邦
訳
は
、
文
化
庁
編
『
宗
教
関
係
法
令
集
』
八
二
頁
及
び
九
六
頁
を
参
照
。

（
22
）　Sentenza Corte cost. 12 aprile 1989 n. 203, in G

iur. cost., 1989, I, p. 890.

（
23
）　Luciano M

usselli, Insegnam
ento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa, in G

iur. cost., 1989, I, p. 908.
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（
24
）　Francesco Finocchiaro, La repubblica italiana non è uno Stato laico, in D
ir. eccl., 1997, I, p. 21. 

事
実
、
教
皇
国
家
の
消
滅

後
、
世
俗
国
家
と
教
会
と
の
間
の
関
係
を
新
た
に
規
律
す
る
た
め
制
定
さ
れ
た
教
皇
保
障
法
（
教
皇
と
聖
座
の
特
権
及
び
国
家
と
教
会
と
の
関
係
に

関
す
る
一
八
七
一
年
五
月
一
三
日
法
律
第
二
一
四
号
）
は
、
イ
タ
リ
ア
国
家
に
よ
っ
て
一
方
的
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
。
教
皇
保
障
法
に
関

し
て
は
、
井
口
・
前
掲
論
文
三
五
七
頁
を
参
照
。

（
25
）　A

ndrea Pin, Il percorso della laicità «all’italiana». D
alla prim

a giurisprudenza costituzionale al T
ar veneto : una sintesi 

ricostruttiva, in Q
D
PE

, 2006, I, p. 207.

（
26
）　N

ota del M
inistero dell’interno 5 ottobre 1984 n. 5160/M

/1, in http://w
w
w
.unife.it/am

icuscuriae

（
27
）　Parere Cons. Stat., Sez. II, 27 aprile 1988 n. 63, in http://w

w
w
.unife.it/am

icuscuriae

（
28
）　

イ
タ
リ
ア
の
国
務
院
（Consiglio di Stato

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
務
院
（Conseil d’Etat

）
と
同
様
、
諮
問
機
関
と
し
て
の
役
割
と
行
政
裁
判

機
関
と
し
て
の
役
割
と
を
有
し
て
お
り
（
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
第
一
〇
〇
条
一
項
参
照
）、
こ
の
一
九
八
八
年
の
意
見
は
、
国
務
院
が
諮
問
機
関

と
し
て
出
し
た
意
見
で
あ
る
。

（
29
）　Sentenza Cass., Sez. pen. IV

, 1 m
arzo 2000 n. 439, in Q

D
PE

, 2000, III, p. 846.

（
30
）　Pin, Il percorso della laicità, op. cit., p. 218 ; A

ndrea Pin, Religious sym
bols on governm

ent property : public schools, 
the Italian crucifix, and the European Court of H

um
an Rights: the Italian separation of Church and State, in E

m
ory Int’l L. 

R
ev., 2011, vol. 25, p. 129.

（
31
）　

本
件
を
紹
介
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
秦
泉
寺
友
紀
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
十
字
架
論
争

―
二
〇
〇
三
年
ラ
ク
イ
ラ
の
事
例
を
手
が
か
り
と

し
て
」
和
洋
女
子
大
学
紀
要
五
一
集
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
一
頁
が
あ
る
。

（
32
）　O

rdinanza T
ribunale civile di L’A

quila 23 ottobre 2003 in http://w
w
w
.olir.it/

（
33
）　

郷
富
佐
子
『
バ
チ
カ
ン

―
ロ
ー
マ
法
王
庁
は
、
い
ま
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
二
頁
。

（
34
）　O

rdinanza T
ribunale di L’A

quila 19 novem
bre 2003 in http://w

w
w
.olir.it/

（
35
）　

包
括
学
校
（istituto com

prensivo

）
と
は
、
同
じ
地
区
の
幼
稚
園
、
小
学
校
及
び
中
学
校
を
同
一
の
運
営
機
関
の
下
に
集
め
た
形
態
の
学
校
を

い
う
。

（
36
）　

学
校
評
議
会
（consiglio di istituto

）
に
つ
い
て
は
、
海
老
原
治
善
・
茜
ヶ
久
保
徹
郎
「
日
本
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
根
本
的
に
違
う
イ
タ
リ
ア
の
学
校
評

議
会
」
季
刊
教
育
法
七
四
号
（
一
九
八
八
年
）
二
頁
を
参
照
。

（
37
）　

イ
タ
リ
ア
の
行
政
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
二
審
制
が
と
ら
れ
、
州
行
政
裁
判
所
（tribunale am

m
inistrativo regionale. 

一
般
に
「
Ｔ
Ａ

Ｒ
」
と
略
さ
れ
る
）
が
第
一
審
裁
判
所
で
あ
り
、
国
務
院
が
上
訴
審
裁
判
所
で
あ
る
（
憲
法
第
一
二
五
条
及
び
行
政
訴
訟
法
典
（
二
〇
一
〇
年
七
月
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二
日
共
和
国
大
統
領
令
第
一
〇
四
号
）
第
四
条
以
下
を
参
照
）。
な
お
、
行
政
訴
訟
法
典
に
つ
い
て
は
、
芦
田
淳
「
行
政
訴
訟
法
典
の
成
立
」
ジ
ュ

リ
一
四
一
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
三
二
頁
を
参
照
。

（
38
）　

イ
タ
リ
ア
で
は
、
通
常
裁
判
所
及
び
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
の
中
で
法
律
の
合
憲
性
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
裁
判
を
停
止
し

て
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
と
い
う
、
憲
法
裁
判
所
集
中
型
か
つ
前
提
問
題
型
の
憲
法
裁
判
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
（
一
九
四
八
年
二
月
九
日
憲
法

的
法
律
第
一
号
第
一
条
及
び
一
九
五
三
年
三
月
一
一
日
法
律
第
八
七
号
第
二
三
条
一
項
を
参
照
）。
わ
が
国
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
制
度

に
即
し
て
言
え
ば
、
具
体
的
規
範
統
制
に
類
似
す
る
制
度
と
い
え
よ
う
。
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
裁
判
制
度
を
紹
介
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
和
田
英

夫
「
西
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
裁
判
管
見
（
三
）
―
大
陸
型
違
憲
審
査
制
の
国
々
を
た
ず
ね
て
」
判
時
八
七
二
号
（
一
九
七
八

年
）
一
五
頁
、
永
田
秀
樹
「
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
裁
判
」
阿
部
照
哉
ほ
か
編
『
現
代
違
憲
審
査
論　

覚
道
豊
治
先
生
古
稀
記
念
論
集
』（
法
律
文
化
社
、

一
九
九
六
年
）
二
一
四
頁
、
参
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
編
『
参
憲
資
料
第
５
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憲
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範
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憲
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司
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に
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憲
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。

（
85
）　

な
お
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、「
国
の
宗
教
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
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さ
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憲
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。
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憲
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た
だ
し
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権
裁
判
所
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基
本
的
な
考
え
方
を
表
す
の
に
「
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ま
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ず
か
に
世
俗
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理
に
言
及
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て
い
る
が
、
こ
の
原
理
の
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ろ
は
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っ
た
く
な
い
。

岡　法（62―２) 282

五
八


